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８月１日以前に玉村町ＬＩＮＥ公式アカウントを登録した皆さんへ

環境安全課　☎６４－７７０８

　令和６年10月に運行を開始したデマンド乗合タクシー「たまＧＯ」は、これまでに８，０００人
以上の皆さんにご利用いただいています。
　10月からは、より利用しやすくなるよう、「よねもと整形外科」「五料橋クリニック」「セブン
イレブン玉村上福島店」など、13カ所の乗降地点を新たに増設しました。
　乗降地点の詳細については、町ホームページをご確認ください。

　８月１日から情報発信システムを変更したこ
とにより、それ以前に玉村町ＬＩＮＥ公式アカ
ウントを友だち登録していた皆さんは、受け取
りたい町からのお知らせを受信できるように、
設定が必要です。「ここ１カ月程度、公式ＬＩ
ＮＥから情報が１つも来ていない」という場合
は、設定が済んでいない場合がありますので、
今一度ご確認をお願いします。

　子育て中の皆さん、こんなことはありませんか？
　「何度叱っても同じことを繰り返す」「一生懸命やっているのに、うまくいかない」
　こどもはかわいいけれど、育児は大変！ですよね。ペアレント・トレーニングは、よりよい親子関係を築くた
め、こどもの好ましい行動を増やし、こどもを叱ることを減らすためのスキルを親が身につける講座です。

日　時 12月16日（火）　午前10時～11時30分
対　象 おおむね３歳から中学生までのお子さんの保護者
定　員 １００人（先着順）
講　師 公認心理師　椛沢　真実（こどもまんなかセンターにじいろ）

参加費 無料 持ち物 筆記用具

申込方法 12月８日（月）までに右記の二次元コードからお申し込みください。

場　所 役場　３階大会議室

たまＧＯ　乗車マナーを守りましょう
・予約時間に乗車場所にいない場合は、お待ちすることができません。次の予約地点へ出発します。時間に余
裕をもって、乗車地点へお越しください。
・乗車料金は、1回１人２００円です（伊勢崎市民病院は４００円）。スムーズな運行のために、お釣りのな
いようにご用意ください。ご協力をお願いします。

町ホームページ

申込フォーム

設定方法
公式ＬＩＮＥ下部にある「受信内
容設定」を押す。

自動送信されたメッセージに記
載された設定用ＵＲＬを押す。

必要な情報を入力するなど、手
順に沿って手続きを進める。3

1

2

「たまＧＯ」がさらに利用しやすくなりました「たまＧＯ」がさらに利用しやすくなりました「たまＧＯ」がさらに利用しやすくなりました

企画課　☎６４－７７１１
受信内容設定が必要です受信内容設定が必要です受信内容設定が必要です

こどもまんなかセンターにじいろ　☎２７－８６２６
ペアレント・トレーニングミニ講座を開催しますペアレント・トレーニングミニ講座を開催しますペアレント・トレーニングミニ講座を開催します
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　大容量の電力を蓄えることができ、繰り返し充電して使用できる「リチウムイオン電池」は、
様々な電子機器や小型家電製品に使用されています。しかし、リチウムイオン電池には衝撃を
加えると発火するという性質があり、近年、近隣の市町村でもリチウムイオン電池使用製品を
原因とした、ごみ収集車やごみ処理施設での火災が発生しています。
　環境省では、リチウムイオン電池使用製品による火災事故を防ぐため、９月から12月を「リ
チウムイオン電池による火災防止強化キャンペーン」、11月を「リチウムイオン電池による火
災防止月間」とし、周知・啓発を強化しています。

　熱を帯びていたり、液漏れして膨れているリチウムイオン電池は、
とても危険です。ごみステーションに出さずに、環境安全課（役場
２階④番窓口）またはクリーンセンターまで直接お持ちください。
※密閉できる金属の缶ケースなどに入れてお持ちください。

町ホームページ

環境省ホームページ

取り外した充電池や、乾電池型の充電池の端子
部分をビニールテープなどで絶縁する。

月に２回ある「もえないごみ」の収集日にごみステーションに出す。

中が確認できる透明な袋に入れ、袋に直接「充
電池」とマジックなどで記入するか、「充電
池」と書いた紙を袋に貼り付ける。

4

3

2

リチウムイオン電池を使用した製品から、充電池を取り外す。

1 ※充電池が容易に取り外せないもの（スマートフォン、加熱式たばこなど）やモバイルバッテリーは、
無理に取り外さずにその他の充電池と一緒に出してください。ただし、加熱式たばこは、完全に
放電した状態にしてください。電源が入ると、加熱して火災の原因になります。

リチウムイオン電池を使用した製品の捨て方

ごみステーションに出せない
リチウムイオン電池を使用した製品について

リチウムイオン電池を使用した製品（例）
●スマートフォン　　　●モバイルバッテリー
●ハンディファン　　　●電動歯ブラシ
●電動カミソリ　　　　●加熱式たばこ
●コードレス掃除機

このマークが示されている製品は、
リチウムイオン電池が使用されてお
り、リサイクルできます。

詳しくは、町ホームページをご覧ください。

クリーンセンター　☎６５－４３４３
11月は「リチウムイオン電池火災防止月間」です11月は「リチウムイオン電池火災防止月間」です11月は「リチウムイオン電池火災防止月間」です
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自
主
財
源
（
46
・
6
％
）

依
存
財
源
（
53
・
4
％
）

民生費
（42.0%）

総務費
（13.6%）

教育費
（12.5%）

衛生費
（9.1%）

土木費
（7.6%）
公債費
（6.7%）
消防費（4.1%）
農林水産業費（2.0%）
商工労働費（1.6%）
議会費（0.7％）

総務費

民生費

教育費

消防費

商工労働費

農林水産業費

議会費

町民税

固定資産税

軽自動車税

町たばこ税

都市計画税

その他

国・県支出金

地方交付税

町税
47億9,376万円

町債

その他

歳出

歳入決算額 歳出決算額

歳入

町　税
（34.8％）

その他
（11.8%）

国・県支出金
（23.5%）

地方交付税
（16.7%）

その他（11.0%）

町債（2.2%）

21億6,763万円

21億5,869万円

1億4,302万円

2億1,900万円

1億542万円

16億2,014万円

32億4,110万円

22億9,909万円

3億227万円

15億1,486万円

17億8,090万円

55億511万円

16億4,250万円

11億8,992万円

2億6,226万円

2億1,318万円

5億3,304万円

9,739万円

分担金および負担金、使
用料および手数料、繰入
金、繰越金など

特定の事業の経費に充て
るために国や県から交付
されるもの

地方公共団体間の収入の
格差を調整するために国
から交付されるもの

町が建設事業などを行う
ための財源として借入れ
るもの（家計でいうロー
ン）

地方譲与税のほか、地方
消費税交付金などの各種
交付金

徴税、選挙、戸籍、統計調査、庁舎管理
や他の費目に属さない全般的な経費

児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉な
どの社会保障に要する経費

学校教育、生涯学習、スポーツ振興、
学校給食などに要する経費

保健衛生や環境対策、ごみ処理対策
などに要する経費

農業や林業の振興に要する経費

商工業や観光、消費者対策などに要す
る経費

消防、救急活動、災害対策などに要す
る経費

議員の報酬および費用弁償、委員会
の運営費など、主に議会活動に要する
経費

公債費
8億7,785万円

町が借入れた地方債（借金）の返済に
要する経費

●決算とは…予算の執行結果のこと　●自主財源とは…町が自主的に収入できる財源　●依存財源とは…国や県などから交付される財源

137億7,122万円 自主財源 64億1,389万円
依存財源 73億5,732万円

131億148万円
（対前年度比 10.2％増）（対前年度比9.9％増）

衛生費

※金額や比率は端数処理のため、合計で合わない場合があります。

令和６年度

　令和６年度における一般会計の歳入総額は、１３７億７，１２２万円、歳出総額は、１３１億
１４８万円となり、歳入から歳出を差し引いた形式収支は、６億６，９７３万円の黒字となりま
した。実質収支（形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を除いたもの）は６億５，３４３万
円の黒字となり、このうち３億３，０００万円を財政調整基金へ積み立て、残りの３億２，３４３
万円を翌年度へ繰り越しました。

総務課財政係 ☎64-7751 収入　39万円
支出　37万円

基本人口　35,402人
  （令和7年3月31日現在）

一般会計

町民1人あたり

1.一般会計決算の状況1.一般会計決算の状況1.一般会計決算の状況

土木費
9億9,933万円

道路、河川、住宅、都市公園、下水道な
どの整備・維持管理、都市計画などの
まちづくりに要する経費

令和６年度令和６年度 町民1人あたり
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令和６年度に実施した一般会計の主な事業

「令和６年度玉村町歳入歳出決算書」は役場総務課財政係（役場３階）、町立図書館、給食センター、勤労者センター、
クリーンセンターにて閲覧できます。

●交通安全施設整備事業…948万円
●住宅・建築物安全ストック形成事業…３万円
●玉村分団詰所建設事業…349万円　　　●防災備蓄倉庫管理事業…276万円
●防犯監視装置設置事業…816万円
●小中学校体育館空調設備整備事業…9,256万円

「わざわい」から生命と財産をまもる重点目標①

●小中学生給食費完全無償化…9,976万円　※歳入免除9,938万円、歳出（助成金）38万円
●第２子保育料・副食費無償化…4,162万円
●こども家庭センター…1,001万円　　　●中学生海外交流事業…795万円
●小中学校教育・校務用コンピュータ整備事業…9,901万円
●学校施設環境改善事業（芝根小学校トイレ改修）…7,896万円

子どもを育て未来をつくる重点目標②

●水道基本料金減免事業…7,940万円
●低所得世帯支援事業（非課税世帯や低所得子育て世帯等への給付金）…２億8,120万円
●定額減税に係る特別給付金事業…３億317万円　
●福祉医療費支給事業…２億8,214万円　　　●重層的支援体制整備事業…8,144万円
●予防接種事業…１億8,314万円

元気に年を重ねられる町をつくる重点目標③

●公共施設のＬＥＤ化推進…182万円　　　●交通弱者対策事業…1,067万円
●公共交通再編事業（デマンド交通）…4,230万円
●高校生通学支援事業（実証運行）…115万円
●基幹業務総合情報システム標準化・共通化事業…１億906万円
●道路維持・新設改良費…２億4,026万円

生活しやすい環境をつくる重点目標④

●玉村八幡宮本殿防災施設整備事業…800万円
●郷土芸能保存活動事業…271万円
●「重田家住宅」活用事業…48万円
●町重要文化財「嚮義堂」…1,169万円

たまむらの良さを次世代につなぐ重点目標⑤

●地区集会所施設整備助成事業…93万円　　　●行政デジタル化推進事業…141万円
●五料・飯倉地区農地利用活性化事業…16万円
●道の駅玉村宿…678万円　　　●滝川第二統合堰修繕…5,741万円
●高崎玉村スマートＩＣ周辺地区まちづくり事業…9,122万円

笑顔と活気ある地域をつくり、つなげる重点目標⑥

「第６次総合計画」における６つの分野ごとに紹介します。
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16億8,297万円
4億110万円
4億9,279万円
25億7,686万円

137億7,122万円
33億8,359万円
5億458万円

29億6,441万円
344万円

6億9,787万円
13億6,088万円

131億148万円
33億2,210万円
5億161万円

25億7,730万円
344万円

7億6,427万円
16億2,558万円

109.9%
94.7%
118.7%
100.0%
114.1%
93.9%
99.4%

110.2%
94.7%
118.7%
98.1%
114.1%
90.2%
99.9%

歳　　　入
決算額

会　　計　　名
対前年度比 決算額 対前年度比

歳　　　出

国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業

水　　　道　　　事　　　業
下　　水　　道　　事　　業

　令和６年度決算では、物価や賃金の上昇などにより経常的な支出が増加する一方、地方交付税をはじめ、国から
の各種交付金の増加により、経常収支比率が改善しました。今後も経常的な支出の増加をはじめ、少子高齢化や人
口減少などの社会的課題に対応するためにも、将来への投資による町税などの財源確保を図るとともに、引き続き
財政健全化の取組を維持しつつ、時代の変化に即した柔軟で持続可能な財政運営に努めていきます。

　自治体の財政力の強弱を測る指
標で、国からの仕送りである地方交
付税（普通交付税）への依存度を示
します。１を基準に、この指数が大き
いほど財源に余裕があるとされます。

　借金の程度を示す比率で、家計
でいえば、どの程度をローンの返
済に充てているかを示します。
20%が危険水準、15％がその手前
の警戒水準とされています。

　経常的な収入に対し、経常的な
支出がどの程度あるかを示します。
比率が大きいほど新たな住民ニー
ズに対応できる余地がなく、財政
が硬直化していることを示します。

財政力指数　0.74財政力指数　0.74

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

（単位：万円）

令和３年度 令和５年度令和２年度

一 　 　 般 　 　 会 　 　 計

特
別
会
計

公債費負担比率 8.7％ 経常収支比率 94.7％公債費負担比率 8.7％ 経常収支比率 94.7％
（　　　　　　　　　　　　　  ）R5年度 玉村町 0.75

県内市町村計 0.70 （　　　　　　　　　　　　　　  ）R5年度 玉村町 9.0％
県内市町村計 12.0％ （　　　　　　　　　　　　　　  ）R5年度 玉村町 87.4％

県内市町村計 94.7％（　　　　　　　　　　　　　  ）R5年度 玉村町 0.75
県内市町村計 0.70 （　　　　　　　　　　　　　　  ）R5年度 玉村町 9.0％

県内市町村計 12.0％ （　　　　　　　　　　　　　　  ）R5年度 玉村町 97.4％
県内市町村計 94.7％

令和２年度
21億301万円
5億7,830万円
5億4,894万円
32億3,025万円

令和３年度
26億4,311万円
5億7,884万円
7億2,463万円
39億4,658万円

令和４年度
25億322万円
6億2,117万円
7億8,581万円
39億1,020万円

令和５年度
23億8,483万円
6億5,643万円
8億1,427万円
38億5,553万円

令和６年度
財政調整基金
減債基金
その他基金
　　計

907,130907,130

257,686

941,587941,587 ……地方債残高

……基金残高

基金残高（町の貯金）・地方債残高（借金）の推移

財政の弾力性

基金残高の内訳

貯金　  11万円

借金　　24万円

町民1人あたり町民1人あたり

2.玉村町会計別決算状況2.玉村町会計別決算状況2.玉村町会計別決算状況

391,020

令和６年度

852,961

385,553

令和４年度

962,767962,767

394,658

998,920

323,025323,025
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3.健全化判断比率の状況3.健全化判断比率の状況3.健全化判断比率の状況

資金不足比率※ の状況　※公営企業会計において、事業規模に対する資金不足額の割合を表す比率

（公財）玉村町文化振興財団 ☎65-0600

（公財）玉村町農業公社 ☎64-3122 玉村町土地開発公社 都市建設課　  
☎64-7707

　健全化判断比率は、以下のとおり、いずれも早期健全化基準を下回り
ました。

一般会計において、標準的な年間収入に対する赤
字の割合を表す比率

町の全会計と関係する一部事務組合の会計において、標準
的な年間収入に対する借入金の返済額の割合を表す比率

町の全会計と関係する一部事務組合、第三セクターの会計において、
標準的な年間収入に対する将来負担すべき負債額の割合を表す比率

一般会計に各特別会計と公営企業会計を加えた全会計にお
いて、標準的な年間収入に対する赤字の割合を表す比率

1万円
559万円
5,000万円
21万円
7万円
2万円

5,590万円

1万円
758万円
5,000万円
10万円
19万円
22万円

5,810万円

100.0%
135.6%
100.0%
47.6%
271.4%
1100.0%
103.9%

723万円
1,153万円
5万円
3万円
26万円
93万円
78万円
508万円
2,389万円
612万円
0万円

5,590万円

650万円
1,158万円
4万円
3万円
40万円
72万円
70万円
731万円
2,810万円
70万円
202万円
5,810万円

89.9%
100.4%
80.0%
100.0%
153.8%
77.4%
89.7%
143.9%
117.6%
11.4%
－

103.9%

255万円
3,950万円
679万円
15万円

4,899万円

805万円
95万円
43万円
108万円
3,146万円
702万円
4,899万円

697万円
96万円
51万円
115万円
3,181万円
724万円
4,864万円

256万円
3,803万円
799万円
14万円

4,872万円

100.4%
96.3%
117.7%
93.3%
99.4%

86.6%
101.1%
118.6%
106.5%
101.1%
103.1%
99.3%

296人
1,100人

51人
99人

96.4ha
482.0ha

自主鑑賞事業費
ホール運営事業費
住民参加事業費
ボランティア活動事業費
共催鑑賞事業費
地域協働事業費
助成事業費
事業共通費

事業費

給料手当等 
管理費 
補助金の返還 
　　 　合　　　計

土地造成事業費

0万円
2万円
2万円

0万円
10万円
0万円
0万円
50万円
60万円

0万円
0万円
0万円
0万円

0万円
0万円
0万円
0万円

0万円
2万円
0万円
0万円
0万円
2万円

0万円
7万円
7万円

0万円 0万円

特別損失
予備費

事業原価

農地利用集積円滑化事業 
農地中間管理事業 

借入金
借受人数 面   積

区　分

区　　分

貸 付 者

103件
159区画
－ 　

205.637㎡他
13,189㎡
55.5ha

農業機械銀行事業（農業機械の貸し出し）
ふれあい農園管理事業
ホールクロップサイレージ（WCS）事業

件  数  等 面  積  等

合　　　計

町補助金収入
助成金収入

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

資金不足比率は、次のいずれの会計においても資金不足は生じませんでした。

■公営企業会計の種類 …… 水道事業会計、下水道事業会計

令和５年度
令和６年度
令和５年度
令和６年度
令和５年度
令和６年度
令和５年度
令和６年度

赤字なし

赤字なし

13.72

18.72

25.0

350.0

20.00

30.00

35.00

－ 

3.1
3.1

比率なし

早期健全化基準 年  度 玉村町 早期健全化基準 財政再生基準
（単位：％）

財政運営の深刻度
を示す

早期健全化基準がいわゆるイエローカード、
財政再生基準がレッドカードです。

自治体全体の財政運
営の深刻度を示す

資金繰りの危険度を
示す

将来の財政負担の
大きさを示す

農地利用集積円滑化事業
農業機械銀行事業
ふれあい農園管理事業
農地中間管理事業
ホールクロップサイレージ事業

一般管理費

事業費

合　　　 計

－　
－　

　－　
－　

－　
20.0%
－　
－　
0.0%
3.3%

－  　
350.0%
350.0%

－ 　
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眞木妙弘さんが１００歳の誕生日を迎え、８月26日に
石川町長と石内議長が施設を訪問しました。当時の女
性としては珍しい陸上競技経験者の妙弘さん。積極的
にレクリエーションなどに参加することが長寿の秘訣
とのことです。これからも明るい笑顔で日本一の長寿
を目指してください。おめでとうございます。

１００歳慶祝訪問
前川みへさんが１００歳の誕生日を迎え、８月18日に
石川町長と石内議長が施設を訪問しました。素材にこ
だわった食事やストレスをためない生活が長寿の秘訣
とのことです。家族や施設職員が見守る中、盛大なお
祝いの会となりました。これからも明るい笑顔で日本
一の長寿を目指してください。おめでとうございます。

文化センターで８月17日、町内出身でふるさと大使の
フルート奏者・羽鳥美紗紀さんと前橋市出身のピアノ
奏者・渋川ナタリさんによる音楽ユニット「デュオ・
フェアデ」のコンサートが開催されました。クラシッ
クの名曲から映画音楽まで幅広く演奏され、観客はフ
ルートとピアノが織りなす豊かなハーモニーや二人の
楽しいトークに魅了されていました。

多彩な演奏で観客を魅了
８月１日、文化センターにて中体連などの全国・関東大会
に出場する中学生に対し、激励会を開催しました。町長、
教育長などからの激励やあいさつのあと、生徒一人ひとり、
抱負や決意を堂 と々発表しました。代表になった皆さんは
群馬県代表として、大会に臨み、各地で健闘しました。中
でも、将棋の全国大会に出場した南中学校２年の矢内里
奈さんが、見事準優勝に輝きました。

中学生の健闘を願って
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10月１日付けで、町に新たな地域おこし協力隊として水島政
行さんが着任しました。主な活動は、移住定住促進の分野
で、まずは地域の皆さんとの人脈づくりを行いながら、町の魅
力の情報収集、発信活動を行います。水島さんは町内出身
で、大学卒業後、映像技術を学ぶなど、東京で仕事をしなが
ら保育士免許も取得しました。これから町の様 な々場所で活
動していきますので、気軽にお声がけください。

新たな地域おこし協力隊が着任しました
９月28日、文化センターで読書推進講座「文化の香る
町　たまむらを語る」が開催されました。第一部では
「住んでよかった玉村町」と題して、鈴木寛史教育長
と片亀歳晴図書館協議会委員が意見を交わし、町の良
いところを熱く語り合いました。第二部では片亀さん
による紙芝居「赤と黒」（スタンダール原作）が上演
されました。

町の魅力を語り合う

　

国
で
は
、
毎
年
11
月
12
日
か
ら

25
日
（
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤

廃
国
際
日
」
）
ま
で
の
２
週
間
を

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」
の
実
施
期
間
と
定
め
て
い

ま
す
。
期
間
中
は
、
女
性
に
対
す

る
暴
力
根
絶
の
た
め
の
啓
発
活
動

な
ど
、
様
々
な
取
り
組
み
が
全
国

各
地
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

暴
力
は
い
か
な
る
理
由
で
あ
っ

て
も
、
ど
ん
な
間
柄
で
あ
っ
て
も
、

許
さ
れ
る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

暴
力
を
受
け
た
被
害
者
を
加
害
者

か
ら
守
る
た
め
に
、
様
々
な
相

談
・
支
援
の
窓
口
が
あ
り
ま
す
。

　

暴
力
の
被
害
か
ら
抜
け
出
し
、

自
分
自
身
を
守
る
た
め
に
も
、
ま

ず
は
身
近
な
窓
口
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

【
電
話
相
談
】

・
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ

　

ー
（
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
）

　

＃
８
０
０
８

【
電
話
相
談
】

・
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た

　

め
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン

　

タ
ー

　

♯
８
８
９
１

・
性
犯
罪
被
害
相
談
電
話（
警
察
）

　

♯
８
１
０
３

【
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
】

・
Ｃ
ｕ
ｒ
ｅ　
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
（
キ
ュ

　

ア
タ
イ
ム
）

企
画
課 

☎（
64
）７
７
１
１ 

／ 

生
涯
学
習
課 

☎（
65
）１
０
０
０

人
権
だ
よ
り

人
権
だ
よ
り
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を

　
　
　
　
　
　
　
な
く
す
運
動
」

配
偶
者
・
交
際
相
手
か
ら
の
暴
力

性
犯
罪
・
性
暴
力

は
れ
れ
ば

は
や
く
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

ハ
ー
ト
さ
ん
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～介護の悩み！ひとりで抱え込まないで！！～

国税庁ホームページ
（作成コーナー）

役場で確定申告をする皆さんへ

税務課　☎６４－７７０３
「利用者識別番号」を事前取得してください「利用者識別番号」を事前取得してください「利用者識別番号」を事前取得してください

国税庁ホームページ
（開始届出）

　申告会場で作成する所得税の確定申告書は、従来の紙提出に代えて、今後はすべてe-Taxを利用した税務署への
データ送信による提出へ移行します。e-Taxを利用するためには、e-Tax送信用の「利用者識別番号」が必要です。
　なお、申告手続きをスムーズに進めるために、事前に「利用者識別番号」を取得してください。

・紙提出に比べて、還付金の早期受け取りが可能（３週間
程度で還付）

・マイナンバーカードを利用することで、送信した申告書
の閲覧がいつでも可能

・紙の申告書などの紛失防止ができ、皆さんの個人情報の
安全性を確保

※インターネット環境がない場合は、「電子申告・納税等開始（変更等）届出書」を、伊勢崎税務署へ
11月28日（金）までに郵送で提出してください。用紙は伊勢崎税務署、役場税務課（役場１階⑤番窓
口）に置いてあります。

（注）申告する名義の人の「氏名」、「住所」を記載してください。
（注）既に利用者識別番号を取得している人が届出書を提出した場合は、従前の利用者識別番号が使用
　　できなくなる場合もありますのでご注意ください。

問い合わせ先 伊勢崎税務署　個人課税第一部門　☎２５－３２１３
〒372－8686　群馬県伊勢崎市鹿島町562番地の１

利用者識別番号の取得方法
　右記の二次元コードから、利用者識別番号を取得してください。

データで送信するメリット
　取得いただいた「利用者識別
番号」と「マイナンバーカー
ド」があれば、混雑する申告会
場に出向かなくても自宅から申
告することができますので、ぜ
ひご利用ください。

確定申告は自宅からスマホでもできます！

　家族のつどいは、介護者同士で「思い」を分かち合い、体験談やリフレッシ
ュ方法などの情報交換を行う場です。本人ミーティングは、認知症のご本人が
集まり、不安や心配ごとについて、日頃抱えている「思い」を語り合います。
　第２部では講師を招き、ご家族やご本人が一緒になって学べる健康ミニ講座
や脳トレなどを行います。参加は無料ですので、ぜひご参加ください。

地域包括支援センターやくば　☎６４－７７２１

介護者家族のつどいを開催します介護者家族のつどいを開催します介護者家族のつどいを開催します

内　容 第１部：交流会（情報交換）　　　第２部：健康ミニ講座・脳トレ

場　所 ①家族のつどい：役場  ２階小会議室　　　本人ミーティング：役場  ３階西会議室
②家族のつどい：役場  ３階大会議室　　　本人ミーティング：役場  ３階北会議室

日　時 ①11月26日（水）　②12月23日（火）　　午後２時～３時30分

申し込み 地域包括支援センターやくばへ電話または窓口（役場１階③番窓口）にてお申し
込みください。

認知症本人ミーティ

ングも同時開催して 

います
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償
却
資
産
と
は
、
土
地
と
家
屋
以
外

の
、
事
業
の
た
め
に
用
い
る
、
有
形
の

減
価
償
却
資
産
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
を
所
有
す
る
人
（
個
人
ま

た
は
法
人
）
は
、
地
方
税
法
第
３
８
３

条
の
規
定
に
よ
り
、
毎
年
、
１
月
１
日

現
在
の
償
却
資
産
の
所
有
状
況
に
つ
い

て
、
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
（eLT

A
X

）
で

電
子
申
告
す
る
か
、
申
告
書
お
よ
び
種

類
別
明
細
書
の
書
面
に
ご
記
入
の
上
、

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

申
告
期
限
は
、
毎
年
１
月
末
日
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.tow
n.tam

am
ura.l

g.jp/docs/2014091809563/

）
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
記
入
用
紙
が
必
要
な
人
や
、

不
明
な
点
が
あ
る
人
は
、
税
務
課
資
産

税
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
償
却
資
産
の
一
例
】

①
構
築
物
（
外
構
工
事
、
フ
ェ
ン
ス
、

駐
車
場
舗
装
、
外
灯
、
受
変
電
設
備
、

農
業
用
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
）

②
機
械
及
び
装
置
（
太
陽
光
発
電
設
備
、

各
種
製
造
設
備
等
の
機
械
な
ど
）

③
車
両
及
び
運
搬
具
（
大
型
特
殊
自
動

車
な
ど
）

④
工
具
・
器
具
及
び
備
品
（
パ
ソ
コ
ン
、

応
接
セ
ッ
ト
、
看
板
、
医
療
機
器
、

測
定
工
具
、
金
型
な
ど
）

　

固
定
資
産
税
（
土
地
、
家
屋
、
償
却

資
産
）
は
、
毎
年
１
月
１
日
に
所
有
し

て
い
る
人
に
１
年
間
課
税
さ
れ
ま
す
。

年
の
途
中
（
12
月
末
ま
で
）
に
取
り
壊

し
な
ど
を
し
た
家
屋
（
物
置
な
ど
を
含

む
）
は
、
翌
年
の
課
税
内
容
に
影
響
が

あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
税
務
課
資

産
税
係
ま
で
ご
連
絡
ま
た
は
電
子
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
８
年
度　
償
却
資
産

（
固
定
資
産
税
）
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

家
屋
（
物
置
な
ど
を
含
む
）

を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
年

内
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

町ホームページ
（固定資産税）

申請フォーム

（
注
１
）
届
出
が
な
い
場
合
や
、
年
内

に
現
況
確
認
が
で
き
な
い
場
合
は
、

翌
年
度
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

（
注
２
）
家
屋
の
滅
失
に
よ
っ
て
土
地

の
利
用
状
況
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

は
、
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準

の
特
例
措
置
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

（
注
３
）
こ
の
届
出
で
は
法
務
局
へ
の

申
請
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
登
記
し

て
い
る
家
屋
に
つ
い
て
は
必
ず
滅
失

登
記
を
し
て
く
だ
さ
い
。

年
末
（
閉
庁
日
）
に
家
屋
を
取
り
壊
す

予
定
の
人
へ
お
願
い

　

取
り
壊
し
完
了
が
年
末
の
閉
庁
日

﹇
12
月
27
日
（
土
）
〜
31
日
（
水
）
﹈

の
場
合
は
、
年
内
に
左
記
の
申
請
フ
ォ

ー
ム
か
ら
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　65歳～74歳の一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

　後期高齢者医療制度に加入するかしないかは、ご本人の選択です。後期高齢者医療制度に加入することで、保険
料や窓口負担割合が有利になる場合もありますので、ご相談ください。なお、さかのぼっての申請はできません。

障害基礎年金（１、２級）を受けている人、身体障害者手帳（１～３級と４級の一部）を持ってい
る人、精神障害者保健福祉手帳（１、２級）を持っている人、療育手帳（Ａ判定）を持っている人

「一定の障がい」
とは

住民課　☎６４－７７０２
65歳以上で一定の障がいがある人は、後期高齢者医療制度に加入できます65歳以上で一定の障がいがある人は、後期高齢者医療制度に加入できます65歳以上で一定の障がいがある人は、後期高齢者医療制度に加入できます

町ホームページ
家屋（建物）を
取り壊したとき（　　　　   ）
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住民課国民健康保険係  ☎64-7702

　玉村町国民健康保険に加入している40歳以上の人を
対象とした個別特定健診は、11月29日（土）までとなって
います。町内および伊勢崎市内の実施医療機関で無料で
受診できますので、４月に送付された受診券と国民健康
保険の資格の確認ができるものをお持ちの上、受診をお
願いします。しなやか健診（後期高齢者医療制度に加入
の人）も11月29日（土）までで終了です。
※受診券を無くした場合は再発行しますのでご連絡ください。

　国民健康保険の「高額療養費」の支給申請手続きには、
医療機関の領収書の原本の確認が必要です。
　令和７年11月、12月診療分に対する高額療養費支給申
請案内通知の送付は、事務処理上、確定申告開始日以降
（11月診療分は1月下旬、12月診療分は2月下旬）となりま
す。
　このため、12月までに入院したり、同じ月に1回の受診

で2万１千円を超えるような診療が2回以上ある場合は、
高額療養費の見込額を役場１階②番窓口で計算しますの
で、各月にかかった医療機関のすべての領収書（国民健
康保険加入者全員分）と国民健康保険の資格が確認でき
るものをお持ちの上、ご来庁ください。
　また、案内通知が届いていて、まだ支給申請をしていな
い場合は、領収書は確認後にお返ししますので、必ず確
定申告前に高額療養費の支給申請をしてください（高額療
養費支給申請案内通知は、該当する世帯のみに送られます）。

　交通事故のような第三者（加害者）が原因でケガや病
気をしたときの医療費は、本来、加害者側が負担すべきも
のです。国民健康保険を使い治療を受ける場合は、国民
健康保険から、一時、立て替え払いをすることになります
が、後日、加害者に立て替え分を請求することになります。
そのため、交通事故などにより、国民健康保険を使い、治
療を受けようとするときは、必ず国民健康保険係に届出を
してください。
※国民健康保険が使用できない場合がありますので、詳しく
　はお問い合わせください。

個別特定健診は11月29日（土）までです

確定申告（医療費控除）の前に高額療養費の
支給申請・見込額計算申請を忘れずに！
確定申告（医療費控除）の前に高額療養費の
支給申請・見込額計算申請を忘れずに！
確定申告（医療費控除）の前に高額療養費の
支給申請・見込額計算申請を忘れずに！

交通事故などにあったとき交通事故などにあったとき交通事故などにあったとき

個別特定健診は11月29日（土）までです個別特定健診は11月29日（土）までです

「共生」へのラブコール 国際コミュニケーション学部　准教授　山岡　健次郎

「女子大のとびら」「女子大のとびら」 群馬県立女子大学 ☎65ー8511

　令和６年度より「玉村町多文化共生地域づくり検討委
員会」の委員長を拝命し、玉村町の多文化共生に向けた
取り組みに関して、地域住民や企業経営者、さらには有
識者の方 と々話し合いを重ねてきました。玉村町に限らず、
日本全体の多くの自治体において、外国籍住民の方々の
割合が増えてきています。同委員会では、そうした現状に
ついての認識をまずは共有し、隣人として共に暮らしてい
くための具体的な取り組みについて提言を行っています。
　同委員会に参加していて非常に印象的だったのは、玉
村町の住民の方々ももっと外国籍住民の方 と々関わりた
いと願っておられることでした。ただ、そのやり方がわか
らない。そこにはもちろん、言語の問題があります。しか
し、問題はそれだけでもないように思います。
　私たち日本人住民の側も仲良くしたいと思っています。
でも多くの場合、思っているだけでそれを表現できていま
せん。向こうから話しかけてくれたり助けを求めてくれれ

ば応えるつもりでいる、という受け身の姿勢になってしま
っています。私自身も振り返ってみて、そういう自分に気づ
かされます。
　おそらくそれは、日本人と外国人という関係性に限らな
い話だと思います。日本人同士であっても、私たちは他人
と関わり合いになることを面倒に感じたり、あるいは、迷
惑になるかも、と他人に助けを求めることをためらったり
していないでしょうか。つまり、日本社会における人間関
係がもともと疎遠になりつつあるところに、新たに外国籍
住民の方 と々の関係性が増えたことで、戸惑いやトラブル
が発生しているのだと思います。
　ですから、問題の本質は、外国人が増えたことにある
のではありません。私たち自身が、他人と関わるのが下手
になってきていることに真の原因はあります。あなたと仲
良くしたい、という思いをどうやって相手に伝えればよい
のか、そのための知恵をもう一度取り戻したいものです。
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第43回なかよしソフトバレーボール大会の参加者を募集します
日時　12月13日（土）　開会式：午前９時15分　　　場所　社会体育館　アリーナ
対象　町内在住・在勤・在学者（未就学児は不可）４人以上を含めて編成した団体（うち１人は代表者の成人と
　　する）
参加費　無料
申込方法　11月10日（月）～28日（金）の土・日曜日、祝日を除く
　　　　平日の午前９時から午後５時までの間に、文化センター
　　　　（生涯学習課スポーツ振興係）の窓口で申込書を記入し、
　　　　申し込んでください。
主管　玉村町スポーツ推進委員会

午前8時30分～午後5時15分  休業日（土・日曜日、祝日）スポーツ振興係（文化センター内） 75-6080 65-5200

第49回玉村町元旦健康マラソン大会の参加者を募集します
期日　令和８年１月１日（木・祝）
場所　総合運動公園　※雨、雪の場合は中止
時間　受付：午前８時～８時30分　開会式：午前８時30分　
出発時間　午前９時から順次
コース　総合運動公園周辺コース
出発順序　１．Ａコース（６．０㎞）一般男子の部（高校生男子含む）
　　　　　　　Ｂコース（１．１㎞）小学１・２年生の部（男子・女子）
　　　　　２．Ｃコース（３．６㎞）中学生男子の部、40歳以上男子の部、
　　　　　　　　　　　　　　　　  40歳未満女子の部、40歳以上女子の部
　　　　　３．Ｄコース（１．５㎞）小学３・４年生の部（男子・女子）
　　　　　４．Ｅコース（２．２㎞）小学５・６年生の部（男子・女子）
参加費　町内在住・在勤・在学および玉村町スポーツ少年団に所属する人……無料
　　　　その他の人……５００円（お釣りのないようにお願いします）
参加資格　健康な人
表彰　小学生の部　　　　第１位～第３位　賞状・賞品
　　　　　　　　　　　　第４位～第６位　賞品
　　　中学生以上の部　　第１位～第３位　賞状・賞品
　　　　　　　　　　　　第４位～第６位　賞品
申し込み　11月10日（月）～12月５日（金）午後５時の間に、文化センター窓口で受け付けます（土・日曜日、祝
　　　　日は除く）。　
　　　　　小・中学生は保護者の「参加承諾書」を添えて申し込んでください。
　　　　　申し込みをしていない人は走れません（当日の飛び入りは一切認めていません）。
　　　　　※参加申込書については文化センター窓口で配布します。
主催　玉村町教育委員会、玉村町体育協会
主管　玉村町陸上クラブ
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https://www.town.tamamura.lg.jp/

生活・学習習慣などの調査から

学力調査から
国　語

算数・数学

理　科

　今年も小学６年生と中学３年生を対象に、全国学力・学習状況
調査が実施されました。これは、児童生徒の生活や学習の傾向を
つかみ、よりよい成長を目指すためのものです。この調査から見
えてきた玉村町の子供のよいところを抜粋してお伝えします。

全国学力・学習状況調査の結果から

　小学生は、将来に夢や希望をもちながら、楽しく学
校に通っています。また、他者と考えを交流させるこ
とにも前向きで、学んだことを生かそうという思いを
強くもっています。中学生は、自己肯定感をもち、先
生から認められたり関わったりしてもらっている安心
感を抱いて生活しています。また、学習でタブレット端末などを積極的に活用していることもうかがえます。

　玉村町の教育では、「自立」と「共生」を図りながら自己実現を目指すことを大切にしています。今後も、玉村
町の子供たちが健やかに成長できるようサポートしていきます。

○小学生は、文章を書く際に内容の中心や構成を考える設問がよくできていました。
○中学生は、物語文の読解で登場人物の設定の仕方を捉える設問がよくできていました。

○小学生は、棒グラフで表されたデータの読み取りの設問がよくできていました。
○中学生も、グラフから必要な情報を事例に即して読み取る設問がよくできていました。

○小学生は、植物のつくりや成長に関する設問全般の正答率が全国平均より高くなっています。
○中学生は、探究の結果から新たな疑問や生活との関連を見出す設問がよくできていました。

Q.学校に行くのは楽しいと思いますか。

玉村町 88.4％ 全　国 86.5％

Q.自分と違う意見について考えるのは楽しいと
　思いますか。

玉村町 81.5％

Q.将来の夢や目標を持っていますか。

玉村町 88.9％ 全　国 83.1％

Q.授業で学んだことを、次の学習や実生活に結びつけて
　考えたり、生かしたりすることができると思いますか。

玉村町 84.6％

全　国 78.1％

全　国 82.5％

小  学  校

Q.自分にはよいところがあると思いますか。

玉村町 87.5％ 全　国 86.2％

Q.先生は、授業やテストで間違えたところや、理解していない
　ところについて、分かるまで教えてくれていると思いますか。

玉村町 84.3％

Q.先生は、あなたのよいところを認めてくれて
　いると思いますか。
玉村町 94.5％ 全　国 92.2％

Q.これまでの授業で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器
　を、どの程度使用しましたか。（「ほぼ毎日」と回答）

玉村町 69.5％

全　国 83.8％

全　国 53.2％

中  学  校
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子供の心の問題や教育に関する悩み
など、一人で悩まずにお気軽にご相
談ください。

月～金曜日　９:００～１６:００
（年末年始・祝日は除く）
☎６５－００８１

来所相談も実施しています。
住所　下新田１８７番地

教育支援センター「ふれあい」

通　級　教　室
ことばの誤り・ことばの繰り返し・
ことばの発達が遅い・落ち着きがな
い・人とうまく関われない・学習に
偏りがあるなどの相談や指導をする
教室です。

月～金曜日　８:３０～１６:４５
（年末年始・祝日は除く）

幼　児　☎２０－４５００
小学生　☎６４－２８５５（玉小内）
中学生　☎６５－２０１９（玉中内）

学校に行きたくても行けずに困って
いる小中学生の不安や悩みを受け止
め、心が触れ合う喜びを体験する場
です。

月～金曜日　９:００～１５:００
（年末年始・祝日は除く）
☎・　 ６５－００９１

〔 教育相談 〕

〔 教育支援 〕

教育支援センター「ふれあい」

創ろう！みなみの愉快　探そう！みらいの舞台
－　みんなのＴＨＵＭＢＮＡＩＬをつなげて　－

南　　小　　学　　校

　タイトルは、本校で掲げた経営スローガンであり、学校チャレンジを表しています。
次に示すことは、学校経営スローガンの想いを表す言葉です。

　理想の自分になるためには、挑戦や冒険が必要です。目標に向かって努力するこ
とがすばらしい成果につながります。努力する過程も自分の『きらめき』になります。
県教育委員会のリーフレットでは、「自分で考えて、自分で決めて、自分で動き出す」
という児童の姿が示されています。このことを、『エージェンシー』と定義付けていま
す。だから、自分の想いを『ひらめき』として伝えられる人になってほしいと思います。
　サムネイルとは、ＩＴ用語で縮小された画像、デザイン用語でアイデアスケッチを示
しています。一人ひとりががんばって得られた『きらめき』、想いを伝える『ひらめき』
にあふれる学校環境を創りたいと考えています。
　これらのサムネイルをつなげて愉快な南小の物語が創られ、すてきな想い出にあ
ふれる１年になることを願っています。南小で過ごしたこの１年があるからこそ、失敗
や困難にあっても粘り強く生き抜ける人になってほしいです。そして、たどり着きたい
未来の舞台を探すことにつなげてほしいと思います。

　具体的な取り組みとして、『きらめき』と『ひらめき』のサムネイルを紹介
します。

　こころのフィルム①各学期のスローガン『描いて・映して・つなげて』を基
にした実践

　【1学期】構想・描いて　【2学期】実行・映して　【3学期】貢献・つなげて

　きらめきのサムネイルを描いて・ひらめきのサムネイルを描いて
　　１学期に、５・６年の児童は『きらめきのサムネイル』を探しました。１
週間でうれしい気持ちになったこととその理由を考えることによって、自分
が何を大切にしたいかを考えました。６年生は一人ひとりが描いた『きらめ
きのサムネイル』を友達に公開することにより、友達が大切にしたい軸を学
ぶことができました。また、５・６年の児童はタブレットに配信された『ひ
らめきのサムネイル』において、理想の南小を考え、そのためのアイデアを
公開しました。

　２学期に各自の目標に向けた計画・実践、３学期に貢献活動を予定しています。

１. 教育構想との関わり

４. 今後の予定

２. 計画

３. 実践

冒険で得られる『きらめき』・想いを伝える『ひらめき』
『きらめき』と『ひらめき』であふれるサムネイル
みんなでつなげて始まる愉快な南の物語
そして、たどり着きたい みらいの舞台へ
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下新田176（第１保育所内）　30－6601
電子メール:kosodate@town.tamamura.lg.jp

詳しいことは児童館だよりをご覧になるか、直接お問い合わせください。
64-6600

健康の森児童館

64-7654
南児童館

64-1400
中央児童館

65-1137
西児童館

64-6565
上陽児童館

上陽・西・中央・南児童館
　利用時間…平　日 10：00～18：00
　　　　　　土曜日 10：00～17：30
　休館日……日曜日・祝日・年末年始
※西児童館のみ土曜日も休館。
※臨時に休館する場合もあります。
健康の森児童館
　利用時間……10：00～18：00
　休館日………月曜日・年末年始
健森LINE公式アカウント
はこちら⇒

ごあんない

今月は 南児童館 です

12月の児童館の主な行事

10:45～

クリスマスかい

いざ！ かきぞめ（予約制）

わくわくクリスマスコンサート
～Blues Harmonist Colly Yuasa～

12/23（火）

12/14（日）

15:00～12/22（月）

14:00～12/26（金）

12/12（金）10:45～

☆『クリスマスリースを作ろう！』
　さつま芋のつるなどの自然物を利用し、クリスマス
リースを作ってみませんか？
日時　12月２日（火）　午前10時～正午
☆『お口と栄養の出張！応援隊』
　お子さんの食事の悩み、離乳食の進め方、口腔内や
歯みがきについての質問など、栄養士や歯科衛生士に
相談してみませんか？
日時　12月10日（水）　午前10時30分～11時30分
☆『はじめましての日』
　子育て支援センターに遊びに来ませんか？　初めて
利用する親子対象の日です。
日時　12月３日（水）　終日
　　　　　17日（水）　終日

☆『親子でリズム＆サーキット』（予約制）
　音楽に合わせて親子で体を動かしちゃおう！
日時　12月９日（火）　午前９時30分～10時20分
対象　１歳頃～３歳頃のお子さん
☆『赤ちゃんの日』『幼児の日』
※町保健師に相談できます（予約制）
日時　12月５日（金）　終日
対象　８カ月頃までの赤ちゃん
日時　12月15日（月）　終日
対象　15カ月頃までの赤ちゃん
日時　12月19日（金）　終日
対象　15カ月以上のお子さん

※各行事の予約は12月１日（月）午前８時から町ホームページに掲載の専用フォームにて受け付けます（町内在住の人に限ります）。
※行事が中止・日時変更となる場合があります。詳しくは町ホームページをご確認ください。

かい

クリスマス会

ドレミひろば♪
「クリスマスを楽しもう☆」

たの

13:30～
定員：60人　参加費：無料

対象：小学３年生～６年生　定員：13人
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　巫女さんにお祓いしてもらいました♪ ▲色を何層にも塗ってリアル“井戸”を再現！



17 No.654

毎月第１日曜日は「健康の日」です。
家族そろって、健康づくりに取り組みましょう。

毎月19日は「いただきますの日」
～食卓は豊かな心と体をはぐくみます～

各種健診のお知らせ
４か月児健診

１０か月児健診

歯っぴぃスマイル相談

１歳６か月児健診

２歳児歯科健診

３歳児健診

子育て相談

はじめての
離乳食講習会
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３
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（火）

（木）

（木）

（金）

（水）

（木）

（水）

（月）

（月）

（木）

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日
離乳食を始める前のお子さん
【予約制】

８

２

９

４

９

９

７

７

６

６

５

４

令和

令和

令和

令和

令和

令和

年

年

年

年

年

年

月生

月生

月生

月生

月生

月生

午後
※個人通知を　
　 ご確認ください

午後
※個人通知を　
　 ご確認ください

午前 ※個人通知をご確認ください

受付時間

◀申込フォームから予約

【予約制】
◀申込フォームから予約

精神保健福祉相談のお知らせ
相談日　12月11日（木）、令和８年１月８日（木）、
　　　　２月12日（木）、３月12日（木）
時間　午後１時30分～　　　場所　伊勢崎保健福祉事務所
対象　精神障がい者および心の健康に不安や悩みをお持ちの人、
　　　その家族など
予約方法　伊勢崎保健福祉事務所へ電話（☎２５－５０６６）で予約
※時間予約制の個別相談。日時は変更になる場合がありますので、
　予約時にご確認ください。

「管理栄養士のお手軽レシピノート」毎月更新中！
　町管理栄養士考案・監修の「管理栄養士のお手軽レ
シピノート」を、毎月19日「食育の日」に町ホームペ
ージで更新中です。手軽にできる季節の野菜を使った
レシピや、健康教室などで取り上げられたレシピなど
を掲載していますので、ぜひご覧ください。

お正月料理講習会を実施します
　玉村町食生活改善推進協議会は、郷土食
や食文化の継承、食育推進のため、日々活
動しています。お正月料理について調理実
習をしながら学びませんか？
日時　12月15日（月）、17日（水）
　　　※いずれか１日を選択
　　　午前９時30分～午後１時
場所　保健センター　対象　町内在住の人
定員　各日12人　※定員になり次第締め切り。
内容　簡単に作れるおせちの調理実習と試
　食（ローストビーフ、くるみバター田作
　りなど全７品）
参加費　５００円（当日お持ちください）
持ち物　エプロン、三角巾、マスク
申し込み　11月17日（月）～28日（金）の間
　に、保健センターへお申し込みください。

こころの病を抱える人とそのご家族
のための「おしゃべり会」　
　12月はクリスマス会（調理実習）をしま
しょう。普段感じていることや困っている
ことなどお話してみませんか？　
日時　12月22日（月）　午後１時30分～３時
場所　保健センター
対象　町内在住のこころの病を抱える人、ご家族
※申込不要。参加費無料。直接お出かけください。

町ホームページ

「フォレスト・ウォーキング×健康ウォーキング」を開催します！
日時　11月23日（日・祝）　午前９時30分～正午（受付開始：午前９時10分）
場所　岩倉自然公園水辺の森　水辺の森にぎわい広場（芝生広場）にて受付
持ち物　飲み物、タオル、帽子
内容　①理学療法士によるストレッチ
　　　②ウォーキング（ロングコース…約６.０km／ショートコース…約２.３km）
　　　③ゴール後に食生活改善推進員による豚汁サービスあり
申し込み　不要。直接会場へお越しください。
　　　　　 ※駐車場に限りがあるため、できるだけ乗り合わせでお越しください。
協力　玉村町食生活改善推進協議会、玉村町ノルディックウォーキングクラブ、ボランティアきらら玉村、
　高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科

岩倉自然公園水辺の森を愛する会と保健センターが共催する
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公民館備品の貸し出しを行っています公民館備品の貸し出しを行っています

●利用時間
 〈火～金曜日〉９：30～19：00 
 〈土・日曜日〉９：30～17：00

図書館ホームページ

毎週水・土曜日の読み聞かせ
場所　図書館内　絵本コーナー
時間　〈水・土曜日〉
　　　午前10時30分～（約30分間）

図書館ミニシアターを開催します
上映日　12月17日（水）
　開場　午前９時15分　開演　午前９時30分
作品名　「聖の青春」（124分）
場所　文化センター　視聴覚室（入場無料）
定員　30人（当日受付・先着順）

12月の休館日
１日、８日、15日、
22日、25日、28日
～１月５日（年末年始）

　玉村町公民館では、地区や子ども会など地域ぐるみの利用に限り、備品の貸し出しを行っています。６カ月
先まで予約可能です。電話で空き状況を確認の上、文化センター窓口にて、土・日曜日、祝日を除く平日の午
前９時～午後５時の間に申請してください。
貸出備品　有料備品 ： 綿菓子機、ポップコーン機、かき氷機（業務用、家庭用）………各１，０００円
　　　　　無料備品 ： 紅白幕、白シーツ、はっぴ、金魚すくい枠、展示用パネルなど
※機械の場合、急に故障するリスクがあります。その場合の損害の補償はできませんので、リスクについてご了解いた
だきお借りください。

※企業や個人、営利目的での使用などの場合は貸し出しはできません。

生涯学習課公民館係　☎６５－２３５４

　年末年始の休館に伴い、12月14日（日）～27日（土）の間に貸し出す資料は貸出期間が22日間と通常よ
り長くなります。しかし、延長は通常どおり延長申請日から14日後の開館日となるため、この間にお借り
いただいた資料を延長すると、貸出期間が当初より短くなることがあります。延長は１回のみとなります
ので、ご注意ください。

年末年始に伴う図書貸出期間の延長について

【『上毛かるた』のメッセイジ】を開催します
日時　11月22日（土）　午後２時～３時30分　（入場：午後１時30分）
場所　文化センター１階　小ホール
演題　『上毛かるた』のメッセイジ　～故きを温ねて新しきを知る～
講師　浦野　安孫 さん（群馬県緑のインタープリター）
対象　誰でも参加できます。　　定員　２００人（入場無料）
申し込み　図書館カウンター・電話または右記の二次元コード
　　　　　のいずれかにて事前申し込みをしてください。

ふる たず

【親子絵本講座】を開催します
日時　12月６日（土）　午後２時～３時
場所　文化センター２階　和室１・２
講師　ＮＰＯ法人時をつむぐ会　横山　由美子 さん
対象　小さいお子さんを持つ親と子ども、読み聞かせをしている人および
　　　読み聞かせに興味がある人
定員　15組（先着順）　　　参加費　無料
申し込み　図書館カウンターまたは電話にて申込受付中

【冬の読み聞かせ会】を開催します
　図書館読み聞かせボランティアによる読み聞かせ会です。冬にちなんだ絵本や紙芝居など盛りだくさ
んですので、ぜひ聞きに来てください。
日時　12月13日（土）　午前10時45分～（１時間程度）　　　場所　文化センター２階　図書館　集会室
対象　誰でも参加できます。
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（公財）玉村町文化振興財団 〒370 -1105 玉村町福島325　☎６５-０６００　9：00～17：00（月曜・祝日休）　
（公財）玉村町文化振興財団 ホームページ▶

　ノルウェージャズシーンの次世代を担う歌姫と気鋭のピアニ
ストが名曲と共に美しい北欧の情景を描くハート・ウォーミン
グなデュオコンサート。
12月７日（日）　午後３時 開演（午後２時30分 開場）
全席指定　一般 ３,０００円　Ｕ２５券 １,５００円
「にしきのホール」（大ホール）　※未就学児入場不可
【出演】シーリル・マルメダール・ハウゲ（ヴォーカル） 、
　　　　シェーティル・ムーレリッド（ピアノ） 
【予定曲目】Ray Evans/Jay Livingston：Never Let Me Go、
 　　　　　  Edward Heyman/Oscar Levant：Blame It on My Youth　ほか
【後援】ノルウェー大使館

北欧ジャズ　シーリル・Ｍ．ハウゲ＆シェーティル・ムーレリッド JAPAN TOUR 2025

チケット好評発売中

　イキがいい！　実力派若手落語家競演と太神楽の世界へ！
令和８年１月18日（日）
午後２時 開演（午後１時30分 開場）
全席指定　一般 ２,５００円　高校生以下 １,０００円
「にしきのホール」（大ホール）　※未就学児入場不可
【出演】柳亭小痴楽（落語）、鏡味正二郎（太神楽）、
　　　　三遊亭わん丈（落語）

新春にしきの亭 ～落語っておもしろい！～

鏡味正二郎柳亭小痴楽 三遊亭わん丈

初笑初笑

C Kentaro MiyazakiC Kentaro Miyazaki

　エルシエロ結成10周年記念！　比類なきピアソラ演奏集団
が再び登場！！
12月21日（日）　午後３時 開演（午後２時30分 開場）
全席指定　一般 ３,０００円　Ｕ２５券 １,５００円　
「にしきのホール」（大ホール）　※未就学児入場不可
【出演】桜井 大士（ヴァイオリン）、高木 梢（ピアノ）、金森 基（コントラバス）、橋本 專史（チェロ）
【予定曲目】Libertango（リベルタンゴ）、Romance del Diablo（悪魔のロマンス）　ほか

El Cielo２０２０～情熱的挑発～

C Eirik HavnesC Eirik Havnes

チケット好評発売中

チケット好評発売中

すべてのＷｅｂチケットの購入は、事前に「ＬｉｖｅＰｏｃｋｅｔ－Ｔｉｃｋｅｔ」に会員登録
（会費・登録料無料）の上お買い求めください。

◀ＬｉｖｅＰｏｃｋｅｔ－Ｔｉｃｋｅｔ

エル シエロ ニイ ゼロ ニイ ゼロ

豊嶋操
C misao toyoshimaC misao toyoshima

チケット購入者限定プレトーク「北欧の中のノルウェー」開催！
【ノルウェーの風土・文化・国民性などを楽しく紹介】
時間　午後２時40分～３時　　　講師　豊嶋 操（全国通訳案内士）
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文化財歴史資料館歴史資料館 文化財歴史資料館 報情文化財
歴史資料館　開館30周年記念
特別展「玉村八幡宮の絵馬群（後期）～願いは未来へつながっていく～」開催中

○ギャラリートーク（担当学芸員による解説）
　日時　11月15日（土）　午前11時30分～正午、12月６日（土）　午前11時～11時30分
　場所　歴史資料館内フリースペース（文化センター２階）　　※参加費無料、事前申込不要

重田家住宅（小泉42）　イベント情報

○重田家住宅公開日（見学可）
　日時　11月22日（土）　午前10時～午後４時（最終入館：午後３時30分）

○「国登録有形文化財　重田家住宅」活用提案事業
　気軽に楽しく　歌って笑って　～少し早いクリスマス曲を聞いて健康体験して過ごしませんか♪～
　カリンバ演奏会や体験会もあります。参加費無料ですので、お気軽にお立ち寄りください。
　日時　11月22日（土）　午後１時30分～３時30分
　主催　脳トレピアノⓇ塾、おてがるカリンバⓇ、シング＆ラフタークラブ

○玉村町商工会青年部 presents　重田家住宅　Ｌｉｇｈｔ＆Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｎｉｇｈｔ　灯と文化の宵
　日時　11月29日（土）　午後１時～７時　　　入場料　無料
　内容　たまむら歌留多体験、和紙ランタンワークショップ、シャボン玉体験、ライトアップ　など
　主催・問い合わせ先　玉村町商工会青年部　☎６５－２９５４　　　協力　重田家住宅、玉村町魅力発信機構

☆お申し込み・お問い合わせ先☆ 生涯学習課文化財係  ☎３０－６１８０　〒370-1105  玉村町福島325（文化センター内）

　特別展期間中、サテライト会場である玉村八幡宮または重田家住宅のいずれか１カ所に展示されて
いる絵馬の中で、お気に入りの絵馬の写真を撮って、歴史資料館の受付で提示すると歴史資料館特製
グッズをプレゼントします！

絵馬の写真を撮って記念品をゲットしよう！

『子ども安全協力の家』の協力者を募集します『子ども安全協力の家』の協力者を募集します
　子ども安全協力の家とは、不審者から声をかけられたり、急な体調不良、天候の急変など
により、子どもたちが助けを求めた時に一時保護や世話をしてくれる家のことです。現在約
５００件の登録があります。協力者にはプレートを外から見える場所に掲示していただきます。
　ご協力いただける場合は、右記の二次元コードから登録申込をお願いします。
　在宅を強制するものではありませんので、皆さんお気軽にご協力ください。

・家を空けることが多いが、地域ぐるみで子どもを守ることをアピールできればと思っています。
・朝、子どもたちに「おはよう」と声をかけています。始めはあいさつをしない子もいましたが、
今は子どもの方からあいさつするようになりました。でも一人だけ照れくさいのか、すまして
通る子がいますので続けようと思います。

生涯学習課　☎６５－１０００

ご協力いただいている皆さんからの報告（一部抜粋）

登録申込・
プレート再交付
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生涯学習課公民館係  ☎６５－２３５４
芸能発表会を開催します

日時　11月23日（日・祝）
　　　午前10時～（午前９時30分 開場）
場所　文化センター　大ホール（入場無料）

生涯学習課　☎６５－１０００

令和８年成人祝賀式典「輝く二十歳～Shining Twenty～」
（旧称：玉村町成人式）の入場券を発送します

令和８年成人祝賀式典「輝く二十歳～Shining Twenty～」
（旧称：玉村町成人式）の入場券を発送します

令和８年成人祝賀式典「輝く二十歳～Shining Twenty～」
（旧称：玉村町成人式）の入場券を発送します

　玉村町文化協会主催による、民舞踊、新舞踊、ダ
ンス、フラ、詩吟、琴、三味線など多岐にわたる芸能
団体によるステージが繰り広げられます。特別ゲス
ト出演は沖縄エイサーを予定しています。日ごろか
ら取り組んでいる文化活動
の成果が発表されます。ぜ
ひ友達やご家族をお誘いの
上、ご来場ください！

生涯学習課  ☎６５－１０００

（会員募集）「ステンドグラスサークル」
～一緒に素敵な作品を作りましょう！～

活動日時　毎月第１・３木曜日　午前９時30分～正午
場所　文化センター　　　会費　２，０００円／年

　ガラスを利用し、ランプや窓飾りなどを製作しています。講
師はいませんが、お互いに交流しながら技
能を高め合っています。身の回りが豊かに
なりますので、興味のある人は、ぜひ見学
にお越しください！　活動日の確認は、生
涯学習課までお問い合わせください。

町外者入力
フォーム

令和８年１月11日（日）期　日 文化センター　にしきのホール（大ホール）場　所
平成17年４月２日～平成18年４月１日の間に生まれた人対　象

開催方法（２部制）

玉村中学校区に住民登録のある人
（玉中卒業生含む）

南中学校区に住民登録のある人
（南中卒業生含む）

小泉・下之宮・箱石・南玉・福島・斎田・板井・
上福島・樋越・飯塚・藤川

上新田・下新田・与六分・八幡原・宇貫・
上之手・角渕・上飯島・後箇・上茂木・下茂木・
川井・飯倉・五料

対　　象　　者 式典開始時間

第１部

第２部

午前10時

午後２時30分

対　象　大　字

　民法の一部改正に伴い、令和４年４月１日に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、玉村町では、引き続き20
歳を成人祝賀式典の対象者として実施しています。これに伴い「玉村町成人式」の名称は、対象者の誤解を生む恐
れがあるため、「輝く二十歳～Shining Twenty～」に名称を変更して開催しています。
　式典対象者には、11月中に入場券を発送しますので、必要事項をご記入の上、当日必ずご持参ください。

その他 ・感染症流行時期のため、熱があるなど体調が優れない人は、入場をご遠慮ください。
・入場券は、10月１日時点に玉村町に住民登録がある人に送られます。玉村町以外の市
　町村に住民登録がある人で、本式典の入場券を希望する場合は、右記の二次元コード
　から申し込んでください［申込期限：12月14日（日）まで］。
・内容の変更については、町ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。

入場方法 ・届いた入場券に、あらかじめ必要事項をご記入の上、ご持参ください。
・ご家族などについては、入場券は必要ありませんが、必ず受付をしてください。
　※式典対象者一人あたりのご家族の人数制限はありません。

日時　令和９年１月10日（日）　午前10時（予定）　　　　場所　文化センター　にしきのホール（大ホール）
　　　※玉村中学校区・南中学校区に住民登録のある人全員
対象　平成18年４月２日～平成19年４月１日の間に生まれた人

令和９年１月の成人祝賀式典は、開催方法が１部制（午前）に戻ります
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教
育
委
員
会
委
員
に
根
岸
美
佳

さ
ん
（
飯
塚
）
が
、
10
月
１
日
付

け
で
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は

令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
で
す
。

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

○
有
限
会
社
ヨ
シ
イ 

様
か
ら
、
企

業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と
し
て
、

重
田
家
住
宅
、
嚮
義
堂
保
存
活

用
の
た
め
に
、
３
０
０
万
円
の

ご
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

令
和
８
年
１
月
か
ら
、
玉
村
町

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
相
談
受
付

時
間
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

ご
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

お
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

【
変
更
前
】

　

毎
週
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年

　

末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
９
時
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
５
時

【
変
更
後
】

　

毎
週
月
〜
金
曜
日
（
祝
日
・
年

　

末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
９
時
〜
正
午

　

午
後
１
時
〜
４
時

　

こ
ど
も
・
子
育
て
に
や
さ
し
い

社
会
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
社
会

全
体
で
こ
ど
も
や
子
育
て
中
の
皆

さ
ん
を
支
え
る
体
制
を
整
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
ど
も
家

庭
庁
で
は
、
11
月
を
「
秋
の
こ
ど

も
ま
ん
な
か
月
間
」
と
定
め
、
そ

の
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
「
オ
レ

ン
ジ
リ
ボ
ン
・
児
童
虐
待
防
止
推

進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
、

児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
広
報
・

啓
発
活
動
に
集
中
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

令
和
７
年
度
「
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ

ン
・
児
童
虐
待
防
止
推
進
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
標
語

【
最
優
秀
作
品
】

『
知
ら
せ
よ
う　

あ
な
た
が

　
　
　
　

あ
の
子
の
声
に
な
る
』

　

児
童
虐
待
は
、
遠
く
の
出
来
事

で
は
な
く
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
起

こ
り
得
る
問
題
で
す
。
見
た
り
、

聞
い
た
り
、
疑
わ
し
い
と
思
っ
た

と
き
は
、
児
童
相
談
所
虐
待
対
応

ダ
イ
ヤ
ル
「
１
８
９
」
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

体育祭・文化祭の当日になっても届かない！？
『クラＴ』トラブルに注意
【事例】
　・学校に置いてあったパンフレットを見てクラスＴシャツ
を注文したが、文化祭当日になっても届かず、連絡も取
れない。

　・カタログから選んだデザインのクラスＴシャツを注文し
たら、「税関で没収された」と連絡があり、文化祭で使
用できなかった上、原価代も請求された。

　・ＳＮＳのカタログを見てクラスＴシャツを注文後、「著
作権の関係でロゴとエンブレムを使用できない」と言
われ、キャンセルしたいが応じてもらえない。

　学校行事でクラス全員で着るおそろいの「クラスＴ
シャツ（クラＴ）」は、オリジナルのデザインを考え、
事業者に必要な枚数を注文し、行事当日までに届けて
もらう流れが一般的ですが、事例のようなトラブルも
増加しています。

【アドバイス】
●注文前に、事業者のカタログやウェブサイトを見て、
住所・連絡先・キャンセル条件などを確認しましょう。

●発送予定日を確認し、余裕をもって注文しましょう。
●実在する企業やスポーツチームなどのロゴが入ったデ
ザインのＴシャツは、正規品ではない場合、絶対に注
文してはいけません。

●注文する前に先生や保護者に確認してもらいましょう。
●カタログやチラシなどを学校に設置する場合は「事業
者の住所・連絡先・納品日・キャンセル条件」「デザ
インがコピー商品に該当するおそれがないか」をよく
確認しましょう。

　お困りの際は消費生活センターへご相談ください。
相談受付日　毎週月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前９時～正午　午後１時～５時
相談専用電話　☎２０－４０２０　場所　勤労者センター１階

　

日
本
語
を
勉
強
し
た
い
人
を
募

集
し
ま
す
。
教
え
る
人
は
、
玉
村

町
国
際
交
流
協
会
の
人
で
す
。
今

ま
で
参
加
し
た
こ
と
の
あ
る
人
も
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

勉
強
す
る
日
は
、
毎
週
金
曜
日

午
後
７
時
30
分
か
ら
９
時
ま
で
と
、

毎
週
土
曜
日
午
後
１
時
30
分
か
ら

３
時
ま
で
で
す
。

申
し
込
み
の
日　
12
月
５
日（
金
）

か
ら
13
日
（
土
）
ま
で

※

初
め
て
来
る
人
は
必
ず
見
学
に

来
て
く
だ
さ
い
。

勉
強
す
る
期
間　
令
和
８
年
１
月

９
日
（
金
）
か
ら
３
月
28
日

（
土
）
ま
で

登
録
料　
５
０
０
円
（
１
年
分
）

※

４
月
に
払
っ
た
人
は
い
り
ま
せ

ん
。

勉
強
す
る
場
所　
勤
労
者
セ
ン
タ

ー
申
し
込
み　
勉
強
し
た
い
人
は
、

左
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
、
メ

ー
ル
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
日
本
語
学
習
を
教
え
て

く
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

ま
す
。
経
験
や
資
格
は
不
問
で
す
。

季
節
折
々
の
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト
を
楽

し
く
お
手
伝
い
す
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
い
合
わ
せ
先

　

玉
村
町
国
際
交
流
協
会
事
務
局

（
玉
村
町
住
民
活
動
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
「
ぱ
る
」
内
）

　

☎
（
65
）
７
１
５
５

「
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
・
児
童

虐
待
防
止
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
を
実
施
し
ま
す

こ
ど
も
ま
ん
な
か
セ
ン
タ
ー
に
じ
い
ろ

　
　
　
　
　

 　
　
27　
8
6
2
6

（　
）

あ
た
た
か
い
こ
こ
ろ

相
談
受
付
時
間
が
変
更
に
な

り
ま
す

（　
）

玉
村
町
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
20　
4
0
2
0

広報の写真撮影にご協力ください広報の写真撮影にご協力ください広報の写真撮影にご協力ください
　広報紙や町ホームページ、その他町の刊
行物などに掲載するため、町内で行われる
イベントなどで「広報たま
むら」と掲載された腕章を
着けて、写真撮影します。
ご協力をお願いします。 着用する腕章
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☎
（
65
）
７
１
５
５

［放送時間］ 月～金曜日　１日３回（１回約５分）
（午前７時15分～、午後１時25分～、午後５時30分～）

町からのお知らせやイベント情
報を、下記の通りラヂオななみ
で放送しています。スマホ・ＰＣ
でも聴くことができ
ます。
ぜひお聴きください。

町
の
教
育
委
員
を
紹
介
し
ま

す

（　
）

総
務
課　
　
　
　
64　
7
7
1
2

建　物
車　両
その他
計
急　病
交　通
その他
計

＜火災と救急・救助は ☎119＞
災害情報案内サービス☎050-5536-6965
玉村町・伊勢崎市の火災発生状況が音声で流れます。

症状に応じて、県内の救急病院などを24時間
対応で紹介します。

救急病院等案内テレホンサービス☎23-1299

区　　分

または 群馬県統合型医療情報システム 検索

の火災・救急発生件数９月

0
0
0
0
105
7
29
141

4
2
1
7
867
71
293
1,231

９月 R７年累計
（１～９月）

で

3月30日 
4月 ６日 

問い合わせ先　住民課住民係  ☎64 -7701

　個人番号カードの受け取り・電子証明書更新日曜窓
口は予約制です。ご利用の人は、必ず平日の午後５時ま
でにお電話にてご予約ください。ご予約がない人のお取
り扱いはできません。個人番号カードをまだ受け取って
いない人は、ご予約の上、早めにお受け取りください。
※代理人での受け取りについては必ず事前にお問い合わ
　せください。

　マイナンバーカードをお持ちの場合は、全国のコンビ
ニエンスストア（セブンイレブン・ローソ
ン・ファミリーマート・ミニストップ）のマ
ルチコピー機で住民票などの各種証明
書が取得できます。詳細は二次元コード
よりご確認ください。

11月30日 午前9時～正午まで（要予約）

町ホームページ

今月の今月の今月のマイナンバー受け取りマイナンバー受け取りマイナンバー受け取り
電子証明書更新電子証明書更新電子証明書更新日曜窓口日曜窓口日曜窓口

コンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用くださいコンビニ交付サービスをご利用ください

教育委員会委員
根岸美佳さん

（　
）

企
画
課　
　
　
　
64　
7
7
1
1

日
本
語
を
学
び
た
い
人
へ

に　

 

ほ
ん 　
ご

ま
な

ひ
と

ま
ち 

こ
く 

さ
い
こ
う
り
ゅ
う
き
ょ
う
か
い

ひ
と

い
ま

に  

ほ
ん  

ご

ひ
と

ぼ

べ
ん
き
ょ
う

た
ま 

む
ら

お
し

ひ
と

し
ゅ
う

も
う

ひ
と

さ
ん   

か

こ

べ
ん
き
ょ
う

ご
　 

ご

じ

じ

ぷ
んご

　 

ご

じ

ぷ
ん

ひ

ま
い
し
ゅ
う
き
ん
よ
う
　
び

ま
い
し
ゅ
う 

ど  

よ
う
　
び

じ

も
う

こ

ひ

が
つ

に
ち

き
ん

れ
い
　
わ

ね
ん

が
つ

に
ち

ど

に
ち

に
ち

が
つ

き
ん

は
じ

く

ひ
と

か
な
ら

け
ん 

が
く

き

べ
ん
き
ょ
う

べ
ん
き
ょ
う

べ
ん
き
ょ
う

き  

か
ん

と
う
ろ
く
り
ょ
う ど

ね
ん 

ぶ
ん

き
ん 

ろ
う 

し
ゃ

え
ん

が
つ

は
ら

ひ
と

ば   

し
ょ

も
う

ひ
と

こ

ひ
だ
り

に    

じ   

げ
ん

お
くに

　
ほ
ん
　
ご  

が
く
し
ゅ
う

お
しぼ

し
ゅ
う

け
い 

け
ん

し   

か
く

ふ   

も
ん

き   

せ
つ 

お
り  

お
り

た
の

て
　
つ
だ

は
じ

み
く
わ

と

あ

さ
き

た
ま 

む
ら 

ま
ち 

こ
く  

さ
い
こ
う
り
ゅ
う
き
ょ
う
か
い   

じ
　 
む  
き
ょ
く

た
ま 

む
ら 

ま
ち
じ
ゅ
う
み
ん 

か
つ 

ど
う

な
い メールホームページ

ＬＩＮＥ

　町ではＬＩＮＥ公式アカウントに
よる情報配信を行っています。災害
情報など緊急情報のほか、イベント
情報など町からの情報を随時ＬＩＮ
Ｅでお知らせします。 玉村町LINE公式アカウント

ででで
していますしていますしています

ＬＩＮＥＬＩＮＥ
報情 信発報情 信発



24令和７年11月号

営
業
時
間

◯
月
〜
金
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
午
後
５
時

30
分
）

◯
土
・
日
曜
日
、
祝
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時
30

分（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
午
後
６
時
）

定
休
日　
毎
月
第
３
水
曜
日

問
い
合
わ
せ
先　
道
の
駅 

玉
村

宿　

☎
（
27
）
６
６
８
８

　

今
年
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
テ
ー
マ

は
、
「
Ｕ
＝
Ｕ　

検
出
さ
れ
な
い

＝
性
感
染
し
な
い
」
で
す
。
治
療

法
の
進
歩
に
よ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性

者
の
予
後
が
改
善
さ
れ
た
結
果
、

Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
者
は
感
染
の
早
期
把

握
、
治
療
の
早
期
開
始
・
継
続
に

よ
り
エ
イ
ズ
の
発
症
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い

な
い
人
と
同
等
の
生
活
を
送
る
こ

と
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
治
療
を
継
続
し
て

体
内
の
ウ
イ
ル
ス
量
が
減
少
す
れ

ば
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
人

か
ら
他
の
人
へ
の
感
染
リ
ス
ク
が

大
き
く
低
下
す
る
こ
と
も
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

感
染
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

検
査
を
行
わ
な
い
と
わ
か
り
ま
せ

ん
。
伊
勢
崎
保
健
福
祉
事
務
所
で

は
、
毎
週
月
曜
日
に
、
無
料
・
匿

名
で
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
期
間
で
は
検
査
の
予

約
枠
を
拡
大
し
て
実
施
し
ま
す
。

感
染
へ
の
不
安
が
あ
る
人
は
、
検

査
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
・
検
査
は
完
全
予

約
制
で
す
。
事
前
に
フ
ォ
ー
ム
ま

た
は
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ

い
。

実
施
日
時　
12
月
１
日
（
月
）

　
　
　
　
　

午
後
６
時
〜
７
時

検
査
内
容　
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒　

※

詳
し
く
は
、
当
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

通
常
の
エ
イ
ズ
相
談
・
検
査
は

月
曜
日
の
午
後
１
時
〜
２
時
に

実
施
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
伊
勢
崎
保
健
福

祉
事
務
所　

保
健
第
一
係

　

☎
（
25
）
５
０
６
６

　

令
和
８
年
１
月
か
ら
３
月
に
開

催
す
る
、
「
第
４
期
水
泳
教
室
」

ポ
イ
ン
ト

【
４
つ
の
習
慣
】

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い

・
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す

い
物
を
置
か
な
い

・
こ
ん
ろ
を
使
う
時
は
火
の
そ
ば

を
離
れ
な
い

・
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃

し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く

【
６
つ
の
対
策
】

・
ス
ト
ー
ブ
や
こ
ん
ろ
な
ど
は
安

全
装
置
の
付
い
た
機
器
を
使
用

す
る

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期
的

に
点
検
し
、
設
置
か
ら
10
年
を

目
安
に
交
換
す
る

・
部
屋
を
整
頓
し
、
寝
具
や
衣
類
、

カ
ー
テ
ン
は
、
防
炎
品
を
使
用

す
る

・
消
火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い

方
を
確
認
し
て
お
く

・
避
難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に

確
保
し
て
お
く

・
防
火
訓
練
や
防
災
訓
練
、
戸
別

訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る

み
の
防
火
対
策
を
行
う

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う

　

消
防
法
や
伊
勢
崎
市
火
災
予
防

条
例
で
、
住
宅
の
寝
室
な
ど
に
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

必
ず
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
設
置

後
は
こ
ま
め
に
点
検
し
、
設
置
か

ら
10
年
を
経
過
し
て
い
る
物
は
、

交
換
す
る
な
ど
、
火
災
時
に
正
常

に
機
能
す
る
よ
う
維
持
管
理
を
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

日
時　
12
月
９
日
（
火
）

　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午

場
所　
伊
勢
崎
市
消
防
本
部

対
象　
町
内
ま
た
は
伊
勢
崎
市
に

在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の
中

学
生
以
上
の
人

定
員　
20
人
（
抽
選
）

内
容　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
な
ど

を
学
ぶ
講
習
会
で
す
。

参
加
費　
無
料

申
し
込
み　
11
月
15
日
（
土
）
ま

で
に
電
話
ま
た
は
専
用
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
救
急
課
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

電
話
受
付
時
間　
午
前
９
時
〜
午

後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

日
時　
11
月
16
日
（
日
）

　
　
　

①
午
後
２
時
〜
４
時

　
　
　

②
午
後
５
時
〜
７
時

場
所　
玉
村
八
幡
宮　

参
集
殿

内
容

・
大
﨑
章
監
督
作
品
「
は
じ
め
て

の
映
画
」
上
映
（
玉
村
町
で
の

撮
影
作
品
）

・
足
立
紳
監
督
作
品
「
し
ち
ゃ
っ

た
ね
」
上
映

※
両
監
督
に
よ
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン

ト
も
開
催
し
ま
す
。

入
場
料　
５
０
０
円

チ
ケ
ッ
ト
取
り
扱
い　

・
玉
村
八
幡
宮
﹇
☎
（
65
）
２
３

０
５
﹈
（
販
売
時
間
：
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
）

・
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
た
か
さ
き
﹇
☎

０
２
７（
３
２
５
）１
７
４
４
﹈

主
催　
大
﨑
章
（
玉
村
町
出
身
）

後
援　
玉
村
町

協
力　
玉
村
八
幡
宮
、
シ
ネ
マ
テ

ー
ク
た
か
さ
き

問
い
合
わ
せ
先　
玉
村
八
幡
宮

　

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
有
意
義
で

快
適
な
も
の
に
す
る
た
め
に
知
っ

て
お
き
た
い
お
金
の
話
…
資
産
寿

命
の
延
伸
、
活
用
で
き
る
制
度
、

終
活
の
ポ
イ
ン
ト
、
贈
与
・
相
続

の
基
本
、
外
部
知
見
の
活
用
な
ど

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
参
加
費
無

料
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
29
日
（
土
）

　
　
　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
所　
文
化
セ
ン
タ
ー
研
修
室
３

対
象　
成
人

定
員　
24
人
程
度
（
先
着
順
）

申
し
込
み　
11
月
20
日
（
木
）
ま

で
に
、
文
化
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま

た
は
電
話
に
て
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※

受
付
時
間
は
、
土
・
日
曜
日
を

除
く
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
で
す
。

講
師　
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構

（
Ｊ―

Ｆ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
）　

講
師　

板
橋　

美
代
子 

さ
ん

そ
の
他　
緊
急
事
案
、
気
象
状
況

な
ど
の
都
合
に
よ
り
、
訓
練
空

域
の
変
更
や
訓
練
を
中
止
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
状
況
に
よ

り
他
県
航
空
機
が
訓
練
に
参
加

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
群
馬
県
警
察
航

空
隊
（
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー
ト
内
）

　

☎
０
２
７（
２
６
５
）３
４
５
９

　

火
事
や
事
故
が
発
生
す
る
と
、

気
が
動
転
し
落
ち
着
い
て
１
１
９

番
通
報
が
で
き
ま
せ
ん
。
電
話
機

の
そ
ば
に
自
宅
の
住
所
や
電
話
番

号
を
書
い
た
紙
を
貼
る
な
ど
、
正

確
な
通
報
が
で
き
る
よ
う
心
掛
け

ま
し
ょ
う
。

【
通
報
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
】

・
火
事
か
、
救
急
か
を
は
っ
き
り

と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

・
住
所
は
、
正
し
く
伝
え
て
く
だ

さ
い
。
携
帯
電
話
で
の
１
１
９

番
通
報
が
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。
外
出
先
で
住
所
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
、
目
印
と
な
る
建

物
や
公
園
、
交
差
点
名
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。
地
図
ア
プ
リ
な

ど
で
現
在
地
を
検
索
す
る
方
法

も
あ
り
ま
す
。

・
火
事
の
場
合
、
安
全
な
場
所
か

ら
通
報
し
、
何
が
燃
え
て
い
る

か
な
ど
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

・
救
急
の
場
合
、
誰
が
、
ど
う
し

た
の
か
（
け
が
か
病
気
か
）
に

加
え
、
そ
の
人
の
年
齢
、
性
別
、

持
病
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
な

ど
を
、
通
報
を
受
け
た
職
員
が

聴
き
ま
す
。
分
か
る
範
囲
で
答

え
て
く
だ
さ
い
。

※
消
防
本
部
で
は
、
１
１
９
番
通

報
時
に
、
電
話
で
心
肺
蘇
生
法

や
止
血
な
ど
の
応
急
処
置
を
指

導
し
た
り
、
避
難
す
る
よ
う
指

示
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
慌
て
ず
に
落
ち
着
い
て
指

示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

11
月
９
日（
日
）〜
15
日（
土
）は

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
の
実
施

期
間
で
す
。
こ
れ
か
ら
火
災
が
発

生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま
す
。

火
災
予
防
の
意
識
を
高
め
て
、
火

災
の
発
生
を
防
ぎ
、
尊
い
命
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る
10
の

日
時　
11
月
27
日
（
木
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
所　
ふ
る
ハ
ー
ト
ホ
ー
ル

対
象　
空
き
家
の
所
有
者
、
空
き

家
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

建
物
の
所
有
者
や
相
続
人
、
そ

の
他
空
き
家
に
つ
い
て
心
配
事

が
あ
る
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
群
馬
県
不
動
産
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
協
会
へ
前
日

ま
で
に
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
電
話
﹇
☎
０
２
７
（
３

６
３
）
９
８
６
６
﹈
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

道
の
駅 

玉
村
宿
の
売
店
「
肉

の
駅
」
の
跡
ス
ペ
ー
ス
に
「
そ
う

ざ
い
屋
Ｔ
ａ
ｍ
ａ
で
り
」
が
オ
ー

プ
ン
し
ま
し
た
。
揚
げ
物
の
ほ
か
、

惣
菜
も
販
売
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

受
け
付
け
は
、
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ

ン
タ
ー
窓
口
（
午
前
10
時
〜
午
後

８
時
）
に
て
行
い
ま
す
。
申
込
方

法
や
教
室
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
電
話

に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

群
馬
県
警
察
航
空
隊
で
は
、
次

の
と
お
り
夜
間
飛
行
訓
練
を
計
画

し
て
い
ま
す
。
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

訓
練
目
的　
夜
間
に
お
け
る
大
規

模
災
害
、
重
要
突
発
事
案
な
ど

が
発
生
し
た
際
、
人
命
救
助
、

被
害
状
況
調
査
な
ど
の
初
動
警

察
活
動
を
迅
速
、
的
確
に
実
施

す
る
た
め
の
訓
練
。

訓
練
日
時

　

①
11
月
10
日
（
月
）　

午
後
４

時
40
分
頃
〜
６
時
25
分
頃

　

②
12
月
８
日
（
月
）　

午
後
４

時
30
分
頃
〜
６
時
15
分
頃

予
備
日

　

①
11
月
11
日（
火
）〜
14
日（
金
）

　

②
12
月
９
日（
火
）〜
12
日（
金
）

訓
練
空
域　
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー
ト
〜

沼
田
市
方
面
〜
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー

ト
〜
富
岡
市
方
面
〜
群
馬
ヘ
リ

ポ
ー
ト

『
豊
か
な
老
後
の
た
め
に
知

っ
て
お
き
た
い
お
金
の
は
な

し
』
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

生
涯
学
習
課
公
民
館
係

　
　
　
　
　
　
　
65　
2
3
5
4

（　
）

「
空
き
家
無
料
相
談
会
」
を

開
催
し
ま
す

（　
）

都
市
建
設
課　
　
64　
7
7
０
７

玉
村
八
幡
宮
映
画
上
映
会
を

開
催
し
ま
す

道
の
駅 
玉
村
宿
に
惣
菜
の
お

店
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た

12
月
１
日
は
『
世
界
エ
イ
ズ

デ
ー
』
で
す

第
４
期
水
泳
教
室
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す（　

）

B
＆
G
海
洋
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
64　
５
３
１
１

検査予約フォーム

大﨑章監督足立紳監督
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営
業
時
間

◯
月
〜
金
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時　

（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
午
後
５
時

30
分
）

◯
土
・
日
曜
日
、
祝
日

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時
30

分（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
午
後
６
時
）

定
休
日　
毎
月
第
３
水
曜
日

問
い
合
わ
せ
先　
道
の
駅 

玉
村

宿　

☎
（
27
）
６
６
８
８

　

今
年
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
テ
ー
マ

は
、
「
Ｕ
＝
Ｕ　

検
出
さ
れ
な
い

＝
性
感
染
し
な
い
」
で
す
。
治
療

法
の
進
歩
に
よ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性

者
の
予
後
が
改
善
さ
れ
た
結
果
、

Ｈ
Ｉ
Ｖ
陽
性
者
は
感
染
の
早
期
把

握
、
治
療
の
早
期
開
始
・
継
続
に

よ
り
エ
イ
ズ
の
発
症
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い

な
い
人
と
同
等
の
生
活
を
送
る
こ

と
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
治
療
を
継
続
し
て

体
内
の
ウ
イ
ル
ス
量
が
減
少
す
れ

ば
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
て
い
る
人

か
ら
他
の
人
へ
の
感
染
リ
ス
ク
が

大
き
く
低
下
す
る
こ
と
も
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

感
染
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

検
査
を
行
わ
な
い
と
わ
か
り
ま
せ

ん
。
伊
勢
崎
保
健
福
祉
事
務
所
で

は
、
毎
週
月
曜
日
に
、
無
料
・
匿

名
で
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
期
間
で
は
検
査
の
予

約
枠
を
拡
大
し
て
実
施
し
ま
す
。

感
染
へ
の
不
安
が
あ
る
人
は
、
検

査
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
・
検
査
は
完
全
予

約
制
で
す
。
事
前
に
フ
ォ
ー
ム
ま

た
は
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ

い
。

実
施
日
時　
12
月
１
日
（
月
）

　
　
　
　
　

午
後
６
時
〜
７
時

検
査
内
容　
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒　

※

詳
し
く
は
、
当
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

通
常
の
エ
イ
ズ
相
談
・
検
査
は

月
曜
日
の
午
後
１
時
〜
２
時
に

実
施
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
伊
勢
崎
保
健
福

祉
事
務
所　

保
健
第
一
係

　

☎
（
25
）
５
０
６
６

　

令
和
８
年
１
月
か
ら
３
月
に
開

催
す
る
、
「
第
４
期
水
泳
教
室
」

ポ
イ
ン
ト

【
４
つ
の
習
慣
】

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い

・
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す

い
物
を
置
か
な
い

・
こ
ん
ろ
を
使
う
時
は
火
の
そ
ば

を
離
れ
な
い

・
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃

し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く

【
６
つ
の
対
策
】

・
ス
ト
ー
ブ
や
こ
ん
ろ
な
ど
は
安

全
装
置
の
付
い
た
機
器
を
使
用

す
る

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期
的

に
点
検
し
、
設
置
か
ら
10
年
を

目
安
に
交
換
す
る

・
部
屋
を
整
頓
し
、
寝
具
や
衣
類
、

カ
ー
テ
ン
は
、
防
炎
品
を
使
用

す
る

・
消
火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い

方
を
確
認
し
て
お
く

・
避
難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に

確
保
し
て
お
く

・
防
火
訓
練
や
防
災
訓
練
、
戸
別

訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ
る

み
の
防
火
対
策
を
行
う

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う

　

消
防
法
や
伊
勢
崎
市
火
災
予
防

条
例
で
、
住
宅
の
寝
室
な
ど
に
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

必
ず
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。
設
置

後
は
こ
ま
め
に
点
検
し
、
設
置
か

ら
10
年
を
経
過
し
て
い
る
物
は
、

交
換
す
る
な
ど
、
火
災
時
に
正
常

に
機
能
す
る
よ
う
維
持
管
理
を
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

日
時　
12
月
９
日
（
火
）

　
　
　

午
前
９
時
〜
正
午

場
所　
伊
勢
崎
市
消
防
本
部

対
象　
町
内
ま
た
は
伊
勢
崎
市
に

在
住
ま
た
は
在
勤
・
在
学
の
中

学
生
以
上
の
人

定
員　
20
人
（
抽
選
）

内
容　
成
人
に
対
す
る
心
肺
蘇
生

法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
な
ど

を
学
ぶ
講
習
会
で
す
。

参
加
費　
無
料

申
し
込
み　
11
月
15
日
（
土
）
ま

で
に
電
話
ま
た
は
専
用
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
救
急
課
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

電
話
受
付
時
間　
午
前
９
時
〜
午

後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

日
時　
11
月
16
日
（
日
）

　
　
　

①
午
後
２
時
〜
４
時

　
　
　

②
午
後
５
時
〜
７
時

場
所　
玉
村
八
幡
宮　

参
集
殿

内
容

・
大
﨑
章
監
督
作
品
「
は
じ
め
て

の
映
画
」
上
映
（
玉
村
町
で
の

撮
影
作
品
）

・
足
立
紳
監
督
作
品
「
し
ち
ゃ
っ

た
ね
」
上
映

※

両
監
督
に
よ
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン

ト
も
開
催
し
ま
す
。

入
場
料　
５
０
０
円

チ
ケ
ッ
ト
取
り
扱
い　

・
玉
村
八
幡
宮
﹇
☎
（
65
）
２
３

０
５
﹈
（
販
売
時
間
：
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
）

・
シ
ネ
マ
テ
ー
ク
た
か
さ
き
﹇
☎

０
２
７（
３
２
５
）１
７
４
４
﹈

主
催　
大
﨑
章
（
玉
村
町
出
身
）

後
援　
玉
村
町

協
力　
玉
村
八
幡
宮
、
シ
ネ
マ
テ

ー
ク
た
か
さ
き

問
い
合
わ
せ
先　
玉
村
八
幡
宮

　

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
有
意
義
で

快
適
な
も
の
に
す
る
た
め
に
知
っ

て
お
き
た
い
お
金
の
話
…
資
産
寿

命
の
延
伸
、
活
用
で
き
る
制
度
、

終
活
の
ポ
イ
ン
ト
、
贈
与
・
相
続

の
基
本
、
外
部
知
見
の
活
用
な
ど

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
参
加
費
無

料
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
29
日
（
土
）

　
　
　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
所　
文
化
セ
ン
タ
ー
研
修
室
３

対
象　
成
人

定
員　
24
人
程
度
（
先
着
順
）

申
し
込
み　
11
月
20
日
（
木
）
ま

で
に
、
文
化
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま

た
は
電
話
に
て
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※

受
付
時
間
は
、
土
・
日
曜
日
を

除
く
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
で
す
。

講
師　
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構

（
Ｊ―

Ｆ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
）　

講
師　

板
橋　

美
代
子 

さ
ん

そ
の
他　
緊
急
事
案
、
気
象
状
況

な
ど
の
都
合
に
よ
り
、
訓
練
空

域
の
変
更
や
訓
練
を
中
止
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
状
況
に
よ

り
他
県
航
空
機
が
訓
練
に
参
加

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
群
馬
県
警
察
航

空
隊
（
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー
ト
内
）

　

☎
０
２
７（
２
６
５
）３
４
５
９

　

火
事
や
事
故
が
発
生
す
る
と
、

気
が
動
転
し
落
ち
着
い
て
１
１
９

番
通
報
が
で
き
ま
せ
ん
。
電
話
機

の
そ
ば
に
自
宅
の
住
所
や
電
話
番

号
を
書
い
た
紙
を
貼
る
な
ど
、
正

確
な
通
報
が
で
き
る
よ
う
心
掛
け

ま
し
ょ
う
。

【
通
報
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
】

・
火
事
か
、
救
急
か
を
は
っ
き
り

と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

・
住
所
は
、
正
し
く
伝
え
て
く
だ

さ
い
。
携
帯
電
話
で
の
１
１
９

番
通
報
が
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。
外
出
先
で
住
所
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
、
目
印
と
な
る
建

物
や
公
園
、
交
差
点
名
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。
地
図
ア
プ
リ
な

ど
で
現
在
地
を
検
索
す
る
方
法

も
あ
り
ま
す
。

・
火
事
の
場
合
、
安
全
な
場
所
か

ら
通
報
し
、
何
が
燃
え
て
い
る

か
な
ど
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

・
救
急
の
場
合
、
誰
が
、
ど
う
し

た
の
か
（
け
が
か
病
気
か
）
に

加
え
、
そ
の
人
の
年
齢
、
性
別
、

持
病
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
な

ど
を
、
通
報
を
受
け
た
職
員
が

聴
き
ま
す
。
分
か
る
範
囲
で
答

え
て
く
だ
さ
い
。

※
消
防
本
部
で
は
、
１
１
９
番
通

報
時
に
、
電
話
で
心
肺
蘇
生
法

や
止
血
な
ど
の
応
急
処
置
を
指

導
し
た
り
、
避
難
す
る
よ
う
指

示
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
慌
て
ず
に
落
ち
着
い
て
指

示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

11
月
９
日（
日
）〜
15
日（
土
）は

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
の
実
施

期
間
で
す
。
こ
れ
か
ら
火
災
が
発

生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま
す
。

火
災
予
防
の
意
識
を
高
め
て
、
火

災
の
発
生
を
防
ぎ
、
尊
い
命
を
守

り
ま
し
ょ
う
。

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る
10
の

日
時　
11
月
27
日
（
木
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
所　
ふ
る
ハ
ー
ト
ホ
ー
ル

対
象　
空
き
家
の
所
有
者
、
空
き

家
に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

建
物
の
所
有
者
や
相
続
人
、
そ

の
他
空
き
家
に
つ
い
て
心
配
事

が
あ
る
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
群
馬
県
不
動
産
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
協
会
へ
前
日

ま
で
に
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド

ま
た
は
電
話
﹇
☎
０
２
７
（
３

６
３
）
９
８
６
６
﹈
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

道
の
駅 

玉
村
宿
の
売
店
「
肉

の
駅
」
の
跡
ス
ペ
ー
ス
に
「
そ
う

ざ
い
屋
Ｔ
ａ
ｍ
ａ
で
り
」
が
オ
ー

プ
ン
し
ま
し
た
。
揚
げ
物
の
ほ
か
、

惣
菜
も
販
売
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

受
け
付
け
は
、
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ

ン
タ
ー
窓
口
（
午
前
10
時
〜
午
後

８
時
）
に
て
行
い
ま
す
。
申
込
方

法
や
教
室
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
電
話

に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

群
馬
県
警
察
航
空
隊
で
は
、
次

の
と
お
り
夜
間
飛
行
訓
練
を
計
画

し
て
い
ま
す
。
地
域
住
民
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

訓
練
目
的　
夜
間
に
お
け
る
大
規

模
災
害
、
重
要
突
発
事
案
な
ど

が
発
生
し
た
際
、
人
命
救
助
、

被
害
状
況
調
査
な
ど
の
初
動
警

察
活
動
を
迅
速
、
的
確
に
実
施

す
る
た
め
の
訓
練
。

訓
練
日
時

　

①
11
月
10
日
（
月
）　

午
後
４

時
40
分
頃
〜
６
時
25
分
頃

　

②
12
月
８
日
（
月
）　

午
後
４

時
30
分
頃
〜
６
時
15
分
頃

予
備
日

　

①
11
月
11
日（
火
）〜
14
日（
金
）

　

②
12
月
９
日（
火
）〜
12
日（
金
）

訓
練
空
域　
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー
ト
〜

沼
田
市
方
面
〜
群
馬
ヘ
リ
ポ
ー

ト
〜
富
岡
市
方
面
〜
群
馬
ヘ
リ

ポ
ー
ト

普
通
救
命
講
習
会
を
開
催
し

ま
す

（　
）

伊
勢
崎
市
消
防
本
部
救
急
課

　
　
　
　
　
　
　
25　
３
９
３
３

「
急
ぐ
日
も　
足
止
め
火
を

止
め　
準
備
よ
し
」

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動
を

実
施
し
ま
す

伊
勢
崎
市
消
防
本
部
予
防
課

　
　
　
　
　
　
　
25　
3
3
1
1

（　
）

11
月
９
日
は
１
１
９
番
の
日

で
す

（　
）

伊
勢
崎
市
消
防
本
部
通
信
指
令
課

　
　
　
　
　
　
　
25　
３
５
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子ども医療電話相談  ＃8000番 相談受付時間  月～土 午後6時～翌午前8時  日・祝日 午前8時～翌午前8時

伊勢崎歯科医師会休日歯科診療所
休日歯科診療

休日・夜間診療

伊勢崎市上泉町151　伊勢崎市社会福祉会館3階
☎23-2772
午前10時～正午、午後1時～3時
※受け付けは午後2時30分まで

伊勢崎佐波医師会病院
伊勢崎市下植木町481　☎24-0111
・平日（月～土曜日）夜間・早朝　午後6時～翌午前8時30分
・休日（日、祝日）　午前8時30分～翌午前8時30分

　精神科医によるこころの相談を実施しています。こころの
悩みについて、ご本人やご家族からのご相談に応じます。
日時：ご予約時にお知らせします。
予約方法：保健センター（☎64－7706）へ電話でご予約
　ください。

思いを話してみませんか？ ― こころの健康相談 ―

心配ごと相談（予約制） 申込先　社会福祉協議会 
☎65-8864　　65-9666

①法律相談・人権相談
　対象　・家庭内での心配ごとや、ご近所でのもめごとで
　　　　　お困りの人
　　　　・人権を脅かされて悩んでいる人
　期日　12月５日（金）［弁護士相談あり］、15日（月）、25日（木）
②行政相談（行政相談委員が対応します）
　対象　国や県、町、公団などの仕事に対し、意見や要望、
　　　　苦情がある人
　期日　12月25日（木）
①②時間　午前9時～正午
①②場所　社会福祉協議会事務局（まちなか交流館）
①②定員　8組（定員になり次第締め切り）

　人口 　35,367人  （＋25）　　　男　　17,549人  （＋19）
世帯数　16,548戸  （＋39）　　　女　　17,818人  （＋６）
　　　　（±）は前月比

人 口 令和7年10月1日現在

生地 区
板 井
下新田
上之手
上飯島
上福島
下新田
下新田
下新田

下新田
福 島
上飯島
上新田
下之宮
福 島
上新田

出 生 児 名
上原　音弥
摩庭　采奈
松浦　歩希
星野　律己
茂木　七瀬
渡部　梨菜
本多　吏翔
清水　悠陽

五十嵐　琉
関根　羽泰
草光　　環
武藤　梨央
六本木煌那
関口　悠華
須藤　流星
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９
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８

５

19
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19
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ま に わ
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り つ き

な な せ
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り　と

は る ひ
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　　ろっぽんぎ

せきぐち

す と う

　　こはく

う　た

　　めぐる

り　お

こ う な

は る か

りゅうせい

は女の子

地 区
板 井
原 森
板 井
下新田
下茂木
与六分
角 渕
原 森
上新田
角 渕
下新田
板 井

年齢
89
83
87
76
88
82
106
83
99
81
81
77

死亡者氏名
髙橋　とり
黒﨑　達子
髙橋　錦三
齋藤　八一
石川　うめ
荻原　輝直
久保田ワシ
小林　　也
田口キクヱ
八木　　健
栗原　勝子
石井　　曉

たかはし

くろさき

たかはし

さいとう

いしかわ

おぎわら

　　く　ぼ　た

こばやし

た ぐ ち

や　ぎ
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26

26

31

22

１

２

７

７

誕生・おくやみのコーナーに掲載を希望しない場合は、届け出のとき
にお申し出ください。

おくやみ （敬称略） 誕 生  （届け出順・敬称略）

★納税などに便利な口座振替をご利用ください
　手続きは、町内各金融機関・農協・郵便局・役場税務課
などでできます。届出印・口座番号が必要です。

税務課　　☎64－7704

国民健康保険税５期、介護保険料８期、
後期高齢者医療保険料５期
納期限は12月1日（月）です

小児夜間・休日診療

午後7時30分～10時30分
午前9時～午後5時
午後7時30分～10時30分
午後5時～翌午前8時30分

月・水・金・土曜日
日曜日、祝日
火・木曜日
日 曜 日

伊勢崎佐波医師会病院
（☎24ー0111）

伊勢崎市民病院
（☎25ー5022）

病　院診療時間当番日
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TAMAMURA笑顔の森未来パートナーズ　　代表団体：株式会社 スポーツプロテクト　構成団体：NPO法人 笑顔の森

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
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A
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A
笑
顔
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森
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来
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
）
☎（
65
）
１
２
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４ 　
（
65
）
１
３
０
９

お知らせ
・12月29日（月）から１月３日（土）の間は、年末年始休館です。
・筋力トレーニング（毎週月曜日　10時15分～）　　・脳トレ教室（第１、第３火曜日　10時15分～）
・ダンベル体操（毎週木曜日　10時15分～）
・みんなのステージ「カラオケなど」（第３土曜日　10時30分～）　　・ラジオ体操（第４土曜日　９時30分～）
※誰でも自由に参加できます。

● 送迎バスの利用は登録予約制です。
● 予約をされた人の停留場所を運行します。
● お迎えの運行時間は、おおよそ午前９時から９時30分の間です。登録
された人には、送迎時間をお知らせします。

● 利用を希望する場合は、老人福祉センターまでご連絡ください。

送迎バスの
ご利用について

※お帰りのバスは午前11時30分に出発します。

行政区 停留場所
墓地十字路
岩倉橋土手・旧家具屋
不動産前・公民館
不動産前
公民館東十字路
メモリアルホール
家具屋
金田石油南
三和食堂

角　渕

上之手
５丁目
６丁目
７丁目
８丁目
９丁目
上飯島

玉 A 地 区
行政区 停留場所

お墓・団地・公民館
町営・玉村高校
公民館南
公民館
公民館・角田病院前
西部公民館・諏訪神社南
東部公民館
井野商店
公民館

消防7分団
月田商店
みつわ団地・芝根小東
郵便局西・公民館
公民館
公民館・西十字路
研修所西南十字路
南部眼科
箇茂木集会所

公民館
ビニールハウス前（中樋越西）
児童館・公民館
万寿屋・藤川公園
公民館
公民館
公民館・森下団地
公民館

南　玉
与六分
宇　貫
八幡原
上新田

板　井

斎　田
福　島

箱　石
下之宮
小　泉
五　料
飯　倉
川　井
下茂木
後　箇
上茂木

上樋越

中樋越

藤　川

飯　塚
原　森
上福島

玉 B 地 区
行政区 停留場所
芝 根 地 区

行政区 停留場所
上 陽 地 区

（12月）

　

休 館 日

休 館 日

休 館 日

休 館 日

玉A地区

玉B地区

芝根地区

上陽地区

休 館 日

玉B地区

芝根地区

上陽地区

玉A地区

休 館 日

芝根地区

上陽地区

玉A地区

玉B地区

上陽地区

玉A地区

玉B地区

芝根地区

開 館

開 館

開 館

開 館

開 館

1日 2日 3日 4日 5日 6日

7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日

14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日

28日 29日 30日 31日

上陽地区

玉A地区

玉B地区

芝根地区

休 館 日
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井上　湊大ちゃん
いのうえ み な と

令和６年11月20日生まれ

寛大さんとブルナさんの
二男。
１歳のお誕生日おめでと
う♡　成長が早くてパパ
ママは驚いてるよ！　た
くさんご飯食べて大きく
なってね♡

佐　　洸希ちゃん
さ と う こ う き

令和６年11月11日生まれ

真理宏さんと由紀菜さん
の長男。私たちのところ
に生まれてきてくれてあ
りがとう！　いっぱい食
べて大きくなってね^^
１歳のお誕生日おめでと
う！

高　　晴ちゃん
たかはし はる　　

令和６年11月28日生まれ

智哉さんと恵里那さんの
二男。あっという間に１
歳おめでとう！　毎日癒
しをありがとう♡　にぃ
にと兄弟仲良く晴のペー
スで大きくなあれ！　家
族の宝物、大好きだよ♡

渡部　藍ちゃん
わたなべ らん　　

令和６年11月12日生まれ

拓さんと菜月さんの長男。
１歳おめでとう！　いつ
もかわいい笑顔でみんな
を癒してくれてありがと
う♡　いっぱい食べてい
っぱい笑って大きくなっ
てね！

石綿　涼楓ちゃん
いしわた す ず か

令和６年11月２日生まれ

巧也さんと香織さんの長
女。お誕生日おめでと
う！　スズの笑顔が家族
みんなを幸せにしてくれ
てるよ　　いっぱい食べ
て遊んで大きくなぁれ☆
大好き♡

新藤　央雅ちゃん
令和６年11月22日生まれ

誠さんと友美さんの長女。
１歳のお誕生日おめでと
う♡　いつも笑顔のおー
ちゃん！　みんなも自然
と笑顔になります。産ま
れてきてくれてありがと
う！

しんどう お う が

音
楽
の
楽
し
さ
を
体
験

　

９
月
24
日
、
第
２
保

育
所
で
群
馬
交
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楽
団

に
よ
る
「
群
響
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サ
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が
開
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さ
れ
ま
し
た
。
勇
気

１
０
０
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や
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さ
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世

界
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ど
、
子
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も
た
ち

も
よ
く
知
っ
て
い
る
曲

が
演
奏
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れ
、
子
ど
も

た
ち
は
音
楽
に
合
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大
き

な
声
で
歌
っ
た
り
、
手
拍
子
を

し
た
り
と
、
全
身
で
音
楽
を
楽

し
ん
で
い
ま
し
た
。

申込方法　右下の二次元コードより、必要事項を入力の上お申し込みください。
入力項目　①保護者（ご両親）の氏名　②住所　③電話番号　④メールアドレス　⑤お子さんの氏名（ふりがな）
　⑥生年月日　⑦続柄　⑧60文字以内のコメント、お子さんの写真（３MB以内）
募集期限　11月30日（日）
※申込後、数日以内に受付確認メールが届かない場合は企画課（☎64－7711）へご連絡を
　お願いします。

１月に１歳の誕生日を迎える、町内にお住まいのお子さんを募集しています。【応募者多数の場合は抽選】


